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地方自治法 (昭和��年法律第��号) 第���条第�項の規定により実施した平成��年度行政監査の結果に基づき講じた措

置について､ 島根県知事から通知があったので､ 同条第��項の規定に基づき次のとおり公表する｡

平成��年�月��日

島根県監査委員 島 田 三 郎

同 中 村 芳 信

同 品 川 卯 一

同 生 田 洋 一

号外第��号 平成��年�月��日 (�)
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行政監査の結果に関する報告に基づき講じた措置 �

定期監査の結果に関する報告に基づき講じた措置 �
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平成��年�月��日 (火)
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(毎週火・金曜日発行)
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島 根 県 報

監 査 意 見 措 置 の 内 容

平成��年度行政監査の結果に基づき講じた措置の内容

号外第��号 平成��年�月��日(�)
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○ 指導監督指針の対象となる ｢外郭団体｣ を定義した｡

対象は監査報告での指摘も踏まえ､ 出資公益法人に限

定せず､ 民法・商法・特別法に基づいた法人の中から条

件を満たすものとした｡

○ 関係部局の責務を明確化し､ 所管部長は外郭団体の運

営状況を常に把握し適切に指導監督を行うこととし､ 総

務部長は指導監督に係る調整を行うこととした｡

○ 外郭団体に対する指導監督として ｢団体のあり方に関

する事項｣ ､ ｢組織運営に関する事項｣ ､ ｢事業に関す

る事項｣ ､ ｢積極的な情報公開｣ について適切な指導監

督を行うこととした｡

○ 外郭団体と県の関与のあり方として人的関与・財政的

関与について適正化を図ることとした｡

・ 団体への県からの職員派遣については設立当初に限

ることとし､ 現に派遣している場合は可能な限り早期

の終期設定を行うこととした｡

・ 団体の役員について､ 代表者には原則として県職員

は就任しないこととした｡ また監事については就任し

ないこととした｡

・ 条例に基づく経営評価対象法人のうち財団法人につ

いては､ 県職員は原則として理事には就任しないこと

とし､ 議決機能を附与した評議員会に県職員は就任す

ることとした｡

なお､ この場合､ 権能を変更したことが分かるよう

に統一的に名称を ｢経営委員会｣ と改称するよう求め

ることとした｡ (寄附行為の変更例について人事課長

名で通知した｡ )

・ 財政的関与については､ 人件費補助から事業費補助

への移行を図ることなどとした｡

○ 立入検査については､ 外郭団体のそれぞれの設置法に

基づき行うこととし､ その検査結果に基づき指導監督を

行うことを明記した｡

○ 経営評価について､ 条例に基づく経営評価対象法人以

外の外郭団体についても､ 適宜必要と認める項目につい

て行うこととした｡ また､ その結果､ 経営改善が必要と

認められる団体について適正な指導を行うとともに､ 必

要に応じて経営改善計画の策定や､ 外部の経営診断の導

入についても指導することとした｡
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現在､ 県財政が危機的状況にある中､ 簡素で効率的な

行政体制の確立に向けた行財政改革は､ 県における喫緊

の課題となっている｡

出資公益法人においても､ 自らの不断の経営努力によ

る自主的な運営の確保､ 経費節減のための積極的な組織

及び運営の合理化等が強く求められており､ 県としては､

出資公益法人の自主性を尊重しつつ財政・組織面等にお

ける指導監督をより一層強化､ 充実し､ 出資公益法人の

健全な運営を確保することが急務となっている｡

このような状況において､ 県の出資公益法人に対する

指導監督は､ 第�の監査結果のとおり､ 適切に行われて

いるとは言えない状況にあり､ また､ 現行規則について

も､ 出資公益法人を適切に指導監督するものとはなって

おらず､ 社会情勢等の変化にも十分対応したものになっ

ていない｡

したがって､ 出資公益法人を適切に指導監督するため

の新たな規則等の策定が必要と考える｡

ついては､ 指導監督の対象法人は､ 現在行われている

行財政改革の実効性をあげるためにも､ 出資公益法人に

限定せず､ 県が資本金､ 基本金その他これらに準ずるも

のを出資し､ かつ､ 島根県の区域を主たる事業区域とす

る民法､ 商法及び特別法に基づいて設立された法人 (以

下 ｢出資法人｣ という｡ ) とし､ ｢島根県が出資する法

人の健全な運営に関する条例｣ (平成��年島根県条例第

��号｡ 以下 ｢県条例｣ という｡ ) の目的も踏まえ､ 出資

法人を財政・組織面等から適切に指導監督を行うための

新たな規則 (以下 ｢新規則｣ という｡ ) 及び指導指針を

策定されたい｡

また､ 出資法人を指導監督する所管課は､ 予算を所管

する課とし､ 所管課を全庁的に総括する課を主管課とし

て明確に定められたい｡
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新規則及び指導指針は､ 出資法人の健全な運営の確保

を目的とし､ 県が財政・組織面等から出資法人の指導監

督及び調整を行うに当たり必要な基本的事項を定めるも

のとし､ 以下の意見の趣旨を踏まえたものとされたい｡

なお､ 新規則において定める事項は､ 県条例との関係

においては ｢執行命令｣ (県条例第�条関係) としての



島 根 県 報号外第��号 平成��年�月��日 (�)

性格を併せ持つものとし､ 出資公益法人の指導監督につ

いては､ 新規則に定めるもののほかは現行規則の定めに

従うこととする ｢特別法｣ の位置付けとされたい｡

また､ 指導指針については､ 新規則の規定を補完する

ものとされたい｡
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県は､ 出資法人の組織及び運営の合理化について､

次のとおり指導監督を徹底する｡

ア 理事会と評議員会の関係

財団法人については､ 理事会は執行機関､ 評議員

会は最高意思決定機関 (議決機関) と位置付け､ ま

た､ 評議員会の構成メンバーは出資者の代表等で構

成する｡

イ 総会及び評議員会

社団法人における総会及び財団法人における評議

員会は年�回以上開催することとし､ うち�回は､

事業計画､ 予算等を議決するため事業年度開始前に

開催し､ うち�回は､ 事業実績を評価し議決するた

め事業年度終了後�月以内に開催する｡

ウ 理事及び理事会

理事会は､ 単に形式的に開催するのではなく､ 出

資法人の活性化を図るため､ 執行機関としての機能

を十分発揮できるものとする｡

ついては､ 理事会は､ 理事数を極力減員すること

により機動性を持たせ､ 事業の適切な執行を図るた

め定期的に開催するとともに､ 必要が生じた場合に

は､ その都度､ 柔軟かつ速やかに開催する｡

エ 知事等の理事への就任

出資法人を指導監督する責任者が､ 指導監督を受

ける出資法人の経営責任者と重複することは､ それ

ぞれの責任を明確化する上から好ましいものではな

い｡

したがって､ 出資法人の信用性及び経営の安定性

の面からやむを得ない場合であっても､ 知事､ 副知

事､ 部長等の理事就任は､ 出資法人の設立当初に限

るものとする｡

オ 県職員の派遣

県職員の派遣は､ 出資法人の自主性及び独自性を

確保する上から､ 出資法人の設立当初に限るものと

し､ 派遣の人数は必要最小限とする｡

カ 監事の選任

○ 今後新たに新規法人の設立を行う場合や新たな出資を

行う場合についての留意事項を明記した｡
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○ ｢島根県が出資する法人の健全な運営に関する条例｣

に基づいて平成��年度から実施する経営評価について､

構成・フロー､ 様式､ 評価の基準､ 記入要領をまとめた

マニュアルを策定した｡

○ マニュアルには､ 上記の他､ 参考資料として条例及び

条例施行規則､ ｢島根県外郭団体指導監督指針｣ ､ ｢公

益法人の設立及び監督に関する規則｣ ､ ｢公益法人の設

立許可及び指導監督指針｣ 等も参考資料として併せて掲

載し､ 経営評価はもとより､ 外郭団体の指導監督に関す

るマニュアルとして整備した｡



島 根 県 報号外第��号 平成��年�月��日(�)

監事は､ 出資法人の内部チェック機能を強化する

ため､ 県職員からの選任は止め､ 公認会計士等から

選任する｡

キ 事業費補助方式への転換

県の出資法人に対する補助は､ 人件費等運営費補

助方式から必要な事業に対して補助を行う事業費補

助方式へ転換する｡
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県は､ 次のとおり出資法人の健全な経営の確保に努

めるとともに､ 出資法人に対し､ 経営の効率化を図る

ための指導監督を徹底する｡

ア 経営評価及び評価結果の活用

県条例に基づく経営評価については､ 評価手法､

評価項目､ 評価指標等を具体的に定めた ｢経営評価

マニュアル｣ を作成の上､ 適切に実施する｡

なお､ 県条例が評価対象としない出資法人で､ 県

出資割合��％以上の出資法人及び��％未満で公共性

の高い出資法人についても､ 県条例に準じた経営評

価を行うことが望ましい｡

また､ 出資法人の経営の効率化を図るため､ 経営

評価結果等を活用した指導監督を徹底する｡

イ 自立性の確保

出資法人が自立性を確保するための最小限の要件

として､ 運営のために必要な事務局職員の人件費が

自己支弁できるよう収入の増及び経費節減の指導に

努める｡

ウ 利用料金制の適用の拡大

県が施設の管理を委託した出資法人が､ 自らの営

業努力により自主財源を確保し自立した施設の管理

運営を行うため､ 可能な限り利用料金制の適用の拡

大を図る｡

エ メリットシステムの導入

県が施設の管理を委託した出資法人が施設の維持

管理を行うに当たり､ 経費節減対策等の取組みに数

値目標を設定しその取組みに一定の成果があった場

合､ 当該法人に対しメリットが発生するようなシス

テムの導入を図る｡
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県が出資法人に対して行う財政支出及び人的支援は､

出資法人の形態に応じ､ その設立目的､ 公共性の度合



島 根 県 報号外第��号 平成��年�月��日 (�)

い､ 事業の収益性等を十分検討した上で行うこととし､

最少の経費で最大の効果が得られるよう出資法人に対

する指導監督を徹底する必要がある｡

このため､ 県は､ 出資法人の運営に関する基本的事

項をあらかじめ定めた上で出資法人に対し､ 同事項に

ついての事前協議及び報告を求め､ 出資法人の運営状

況等を的確に把握した上で適時・適切な指導監督を行

う｡

なお､ 事業計画書及び収支予算書については事業年

度開始前までに､ 事業報告書及び収支決算書について

は事業年度終了後�月以内に､ 出資法人から提出を求

める｡
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県は､ 出資法人の行う会計事務処理等の事務処理が

適切に行われているかなどについて､ 毎年度計画的に

立入検査を実施することとし､ その検査結果に基づく

指導監督を徹底する｡

また､ 主管課は､ 検査項目､ 指導事項等を盛り込ん

だ ｢立入検査マニュアル｣ を作成し､ 立入検査が統一

的かつ適切に実施されるよう所管課を指導する｡
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ア 情報公開の促進

出資法人は､ その公共性から透明性の確保と説明

責任を果たすことが望まれるため､ 県は､ 出資法人

自らが事業内容及び経営状況を積極的に公開するよ

う指導する｡

イ 閲覧資料の充実

県は､ 出資法人に対し､ 県民の閲覧に供するため､

関係資料を主たる事務所に備え置くよう指導すると

ともに､ 所管課においても同様の資料を備え置く｡

また､ 特に､ 事業計画書及び事業報告書について

は､ 県民に分かりやすいように内容を詳細に記載し､

充実したものとするよう指導する｡

ウ ホームページ等の活用

出資法人の活動は県民生活に深く関与し､ 影響が

大きいため､ 県は､ 出資法人がインターネットによ

るホームページ等を活用し､ 県民に対する運営状況

等の情報提供を積極的に行うよう指導する｡
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地方自治法 (昭和��年法律第��号) 第���条第�項の規定により実施した平成��年度会計に係る監査の結果に基づき講

じた措置について､ 島根県知事､ 島根県教育委員会教育長及び島根県公安委員会委員長から通知があったので､ 同条第��

項の規定に基づき次のとおり公表する｡

平成��年�月��日

島根県監査委員 島 田 三 郎

同 中 村 芳 信

同 品 川 卯 一

同 生 田 洋 一

号外第��号 平成��年�月��日(�)

指導監督担当職員に対し､ 出資法人に対し的確な指

導監督が行えるよう､ 県の内部及び外部機関による

研修を徹底し､ 専門的知識の修得を図る｡



島 根 県 報

平成��年度会計に係る定期監査の結果に基づき講じた措置の内容

号外第��号 平成��年�月��日 (�)

指 摘 事 項 措 置 の 内 容
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印刷契約について､ 予定価格が会計規則第��条に規

定する随意契約の金額を超えており競争入札とすべき

ところ､ �者から見積書を徴した上で随意契約とされ

ていた｡ (統計調査課)

今後の契約については､ 会計規則の定めるところに

従い､ 適切な契約方法を取ることとする｡
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ア 記念切手の購入伺について､ 事務決裁規則第�

条の規定により課長が決裁すべきところ､ 課長補

佐が決裁していた｡ (総務課)

①

ア 当該伺については､ 事務決裁規則第��条の規定

により課長補佐が代決したものである｡ 今後は､

事務決裁規則第��条に規定する ｢代決の制限｣ に

十分留意の上対応したい｡

イ 業務委託契約の予定価格について､ 事務決裁規

則第�条の規定により部長が決定すべきところ､

課長が決定していた｡ (消防防災課)

イ 本件は､ 緊急地域雇用創出特別基金事業により

平成��年度中途より委託を開始し､ 平成��年度の

積算金額は��	���千円で､ 予定価格についても課

長権限の
�	���千円を大きく上回っているが､ 平

成��年度が課長権限であったため､ 同様に課長が

決定を行った｡

今後､ 予定価格の決定にあたっては､ 事務決裁

規則及び会計規則をよく認識し､ 適正な事務処理

を行うよう努める｡

# $%�&!��������

文化・観光振興を目的とした記念切手が年度末に

�万枚購入され､ そのう�万千枚が年度内に使用

されずに翌年度に繰り越されていた｡ (総務課)

② �万枚のうち万枚については､ これまでの使用

実績から年度内に使用できるものと判断し月末に

購入したが､ 結果として千枚の使用が翌年度の�

月になったもので､ やむを得ないものと考えている｡

残りの�万枚については､ �月末に購入し､ 実際

に使用した期間が翌年度の�月から�月であったた

め､ ��年度に購入する必然性のないものであった｡

今後は､ 切手を購入する必要が生じた場合には､

使用計画を立て､ これに基づき量と時期について十

分検討した上で適切な購入を行うよう徹底したい｡
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ア 複写機の利用契約について､ 予定価格が会計規

則第��条に規定する随意契約の金額を超えており

競争入札とすべきところ､ �者から見積書を徴し

た上で随意契約されていた｡ (人事課)

③

ア 今後は会計規則に基づき適切に処理する｡

イ 寝具賃貸借契約について､ 予定価格が会計規則

第��条に規定する随意契約の金額を超えており競

争入札とすべきところ､ 随意契約とされていた｡

イ 本件の予定価格は､ 随意契約ができる範囲

(���	���円) を越えているので､ 競争入札により

相手方を決定すべきであった｡
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(消防学校) 平成��年分の執行にあたっては､ 従来どおり指

摘のあった方法で執行済みであった｡ 平成��年度

の執行にあたっては､ 使用者負担という考え方を

重視し､ 消防学校教育管理協会 (入校中経費) で

支弁する考えである｡

今後同様な物件の借り入れに当たっては､ 会計

規則の趣旨をよく認識し執行したい｡

� �������	
������������

ア 職員宿舎駐車場の貸付の手続がなされていなかっ

た｡ (管財課)

④

ア 職員宿舎駐車場の貸付については､ 今後その整

備状況などの実態調査をもとに､ 関係部局及び関

係機関と調整を行ったうえで､ 駐車場の基準､ 職

員宿舎管理規則の改正等の手続きを速やかに行う｡

イ 公衆電話及び自動販売機について､ 行政財産目

的外使用許可の手続がなされていなかった｡

(看護短期大学)

イ 使用者からの申請を受け､ 行政財産の使用料免

除申請の手続きを経て､ 平成��年�月��日付けで

行政財産目的外使用許可を行った｡

� �����

� ����	��������

業務委託契約の予定価格について､ 事務決裁規則

第�条の規定により部長が決定すべきところ､ 課長

が決定していた｡ (市町村課)

① 今後の業務委託契約に当たっては､ 島根県事務決

裁規則に基づき適切に処理するように対応する｡

�  !�"#$%��������

ア 行政財産目的外使用許可に伴う経費負担 (電気

料) が収入されていなかった｡

(浜田総務事務所)

イ 行政財産目的外使用料 (電柱敷地使用�件) に

ついて､ 年額で収入すべきところ月割り (	か月

分) で収入されていた｡ (浜田総務事務所)

②

ア 行政財産の使用許可については､ その物件の光

熱水費等経費の有無について精査し､ 適切な徴収

に努める｡

イ 行政財産の使用料等の取扱について (平成
年

�月��日管財発第���号) 第
条の規定を遵守す

る｡

&  '$%��������

港湾使用料の徴収について､ 収入分任出納員に任

命されていない嘱託員が現金を取り扱っていた｡

(隠岐支庁土木建築局)

③ 港湾管理嘱託員を収入分任出納員に任命する手続

きをとった｡ (平成��年�月�日付け辞令交付済み)

� ()$%��������

旧林業技術センター庁舎移転に伴う特別清掃につ

いて､ 執行の決定がないまま実施されていた｡

(中山間地域研究センター)

④ 庁舎清掃業務委託は､ 当初は年度末まで行う予定

であったが､ �月末頃､ �月��日以降��日まで､ 中

山間地域研究センターへの組織の移動により庁舎清

掃の必要がなくなることが､ 明確となった｡

また､ 当初想定していなかった移転に係る作業時

の特別清掃の必要性が生じ､ その措置が必要となっ

た｡

そこで庁舎清掃業務委託料の減額分の範囲内で､

特別清掃を行うこととし､ 清掃業者から見積書を徴

取し､ 特別清掃を実施した｡ しかしながら､ �月末

に行った変更契約は､ 期間短縮の変更しか行ってい

号外第�号 平成��年	月��日(�)
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ない｡

これらの事務処理は旧林業技術センターで行って

いたものであるが､ 御指摘のように､ 本来は仕様書

を作成し直し､ それに伴う執行伺を行うべきであっ

たが､ 実際の事務処理は､ 仕様の内容が不明確であっ

た｡ 今後はこのような処理をすることのないよう､

十分注意して､ 事務処理を行っていきたい｡

� ��������	
�������

ア 課内に事務局がある任意団体について､ 当該団

体が雇用した職員に係る行政財産目的外使用許可

申請手続きがなされていなかった｡ (市町村課)

⑤

ア 島根県市町村税協議会が雇用した職員に係る行

政財産目的外使用許可申請を直ちに行った｡

今後の行政財産目的外使用に当たっては､ 公有

財産の取得､ 管理及び処分に関する規則に基づき

適切に処理するように対応する｡

イ 駐車場の使用 (通年) について､ 行政財産の目

的外使用許可の手続がなされていないものがあっ

た｡ (木次総務事務所)

イ 目的外使用許可手続をとり､ 平成��年��月�日

付けで許可した｡

� �����

��������������

オフサイトセンターに係る行政財産目的外使用許可

に伴う経費負担の一部 (ガス料金､ 水道料金) が収入

されていなかった｡ (環境政策課)

平成��年度以降のガス料金､ 水道及び下水道料金に

ついては､ ｢行政財産の使用料等の取扱について (平

成�年�月��日付け管財発第���号) ｣ 第	条第�項

の規定に基づき､ 収入を行う｡

� ��� �

! "#���������

修学資金貸付金について､ 平成�
年度新規貸付者

(��名) に対する貸付金が平成��年�月に年間分を

一括して支払われていた｡ (医療対策課)

① 平成��年度は､ 修学資金貸与申請書提出期限 (�

月��日) までに��名の申請があり､ 書類の不備等を

調整のうえ	月��日に��名の貸与者を決定した｡

その後､ 貸与決定者からの交付申請書の提出を受

け��月��日に��月分まで一括支払いを行い､ その後

は毎月支払を行っている｡

今後とも一層の事務の迅速化に努めていきたい｡

$ %&'()*+,�-��

カラー印刷業務委託契約 (単価契約) について､

執行予定額が会計規則第��条に規定する随意契約の

金額を超えており競争入札とすべきところ､ �者か

ら見積書を徴した上で随意契約とされていた｡

また､ 契約にない種類の印刷物について､ 変更契

約を行わないまま発注されていた｡

(身体障害者授産センター)

② 授産センターのカラー印刷業務委託は､ 受注後､

授産作業の進行状況により納期に対応出来なくなっ

た場合に､ 緊急に発注するものである｡

そのため､ 年間を通じて､ 不定期かつ多種多様な

印刷物を発注する結果となるため､ 臨機適切な仕事

を見込める業者と年間単価契約を締結したところで

ある｡

しかしながら､ 受注内容は予測出来ないものが多

いため変更契約の可能性が高く年間を通しての契約

は難しい結果となり､ ��年度は受注の都度契約を締

結することとした｡

号外第�号 平成��年�月��日 (�)
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� �����

� ��	
���������	

物産観光館駐車場改修工事について､ 工事区域に

他の団体が借用している土地が含まれており､ 団体

に工事費の一部負担を求めるべきであるにもかかわ

らず､ 県が全額を負担していた｡

(しまねブランド推進室)

① 指摘のあった工事費の一部負担についは､ 負担を

求めるべき他の団体から応分の負担をする旨回答を

得ているが､ 負担額及び支払方法については現在協

議中である｡

� ��	���	���������	

生産物で現金販売するものがあるにもかかわらず､

会計規則第���条に規定する現金出納簿が備えられ

ていなかった｡ (農業試験場)

② 指摘のあった現金出納簿については､ 会計規則に

基づき整備した｡

� ����������	

ア 全国大会参加者旅費について､ 宿泊料の宿泊地

区分を誤って支払われていた｡ (農業経営課)

イ 昼食代を含む負担金を県費で支出した全国大会

への参加者旅費について､ 職員の旅費に関する条

例第��条に規定する旅費の調整が行われず､ 支払

額を誤っていた｡ (農業経営課)

③ ア及びイで指摘のあった全国大会参加者旅費につ

いては､ 旅行者及び旅行命令が一つであること及び

宿泊料の宿泊地区分の誤りによる支給不足額と全国

大会参加負担金に含まれていた昼食代に係る過払い

額が同額であることから必要な調整を行い､ 支払額

を正当なものとした｡

ウ 研修会参加者に係る旅費について､ 旅行命令の

変更に伴う日当調整の変更が行われず､ 支払額を

誤っていた｡ (林業課)

ウ 指摘のあった未調整額については､ 過払い額を

全額返納させた｡

� � !"�������	

牛舎塗装改修工事について､ 会計規則第��条の�

の規定により予定価格調書を省略できないにもかか

わらず､ 予定価格調書が作成されていなかった｡

(種畜センター)

④ 契約における予定価格調書については､ 今後会計

規則の規定に基づき､ 予定価格調書を省略できない

場合は予定価格調書を作成し､ 適正な執行に努める｡

# $�	%&	'(�������	

用地取得の委託契約において､ 平成�年度末まで

に委託費の全額を委託先に対して支払ったが､ 平成

��年度末においても取得用地の一部が未登記となっ

ていた｡ (緑化センター)

⑤ 指摘のあった取得用地の未登記については､ 平成

��年	月
�日までに登記を完了した｡

) $�	*+,(�������	

漁港関連施設用地において､ 占用許可の失効後も

引き続き占用している建物及び構造物があった｡

(浜田水産事務所)

⑥ 指摘のあった漁港関連施設用地の不法占用につい

ては､ 行方不明となっている建物及び構造物の所有

者 (代表) の所在把握に努めるとともに､ 建物及び

構造物を譲り受けたと主張する占有者に対して撤去

を指示してきたが､ 依然として所有者は所在不明で

あり､ 占有者も撤去に応じないことから､ 今後､ 島

根県漁港管理条例第��条の監督処分等を行うことに

より､ 早急に不法占用物件を撤去させ､ 適正な管理

となるよう努める｡

- ./	0,1,(	23�������	

借上車両の契約内容について､ 職員が十分承知し

⑦ 借上車両の管理については､ 契約内容を職員に周

知徹底し､ 今後修繕等発生した場合には契約内容に

号外第��号 平成��年�月��日(��)
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ていなかったため､ 不要な修繕費が支払われていた｡

(川本農林振興センター)

沿った適切な管理となるよう努める｡

� �����

� ��	
���������	

物産観光館駐車場改修工事について､ 工事区域に

他の団体が借用している土地が含まれており､ 団体

に工事費の一部負担を求めるべきであるにもかかわ

らず､ 県が全額を負担していた｡

(しまねブランド推進室)

① 指摘のあった工事費の一部負担については､ 負担

を求めるべき他の団体から応分の負担をする旨回答

を得ているが､ 負担額及び支払方法については現在

協議中である｡

� ����������	

ア 昼食代が県費で支出された会議への出席者旅費

について､ 職員の旅費に関する条例第��条に規定

する旅費の調整がなされず､ 支払額を誤っていた｡

(九州事務所)

②

ア 遣島使との昼食会に係る出席者の旅費について､

日当を調整し､ 旅費の返還処理を行った｡

イ 修繕工事について､ 適正な積算が行われなかっ

たため､ 支払額を誤っていた｡ (商工政策課)

イ 産業交流会館レストラン改修工事について､ 予

備の材料を購入するための変更契約の際､ 施工業

者の変更見積額をそのまま変更契約額に採用して

いたが､ 請負比率による積算を行うことが適正で

あった｡

今後は適正な事務処理に努める｡

� ����������	

ア 寮の給食業務を受託した業者が､ 校内で受託業

務外の昼食の調理及び販売を行っているが､ 当該

行為に係る契約が締結されていなかった｡

(出雲高等技術校)

③

ア 昼食については､ 弁当券購入による個人直接購

入方式へ変更した｡

イ 電気カンナ等の備品購入について､ 会計規則第

��条の�の規定による請書が徴してなかった｡

(益田高等技術校)

イ 電気カンナ及び携帯用自動カンナの備品購入に

ついて､ 請書が徴してなかったが､ 今後このよう

なことがないように､ 会計規則に基づいた適正な

事務処理に努める｡

� ���� !"#$	%&�������	

会計規則第��条第�項に規定する消耗品受払簿が

備えられていなかった｡ (出雲高等技術校)

④ 消耗品受払簿を備え､ 記帳した｡

� '(�

� ����������	

ア 国に委託した工事について､ 債務負担行為の手

続がなされないまま､ 実施期間が�年度にわたっ

ていた｡

また､ 年度内に委託工事が完成していないにも

かかわらず､ 委託料が平成	
年度内に全額支払わ

れていた｡ (道路維持課)

①

ア 今後は､ 工事の工程等について国と十分に情報

交換を行って､ 債務負担行為等の予算措置､ 合理

的な資金計画の策定及び的確な工程管理を行い､

適切な事務処理を行う｡

イ 国に委託した工事について､ 繰越等の手続がな

いまま委託期間が平成	�年度に延長されていた｡

イ 今後は､ 工事の工程等について国と十分に情報

交換を行って､ 合理的な資金計画の策定及び工事

号外第�	号 平成	�年�月		日 (		)
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また､ 委託料は平成��年度内に全額支払われて

いた｡ (道路建設課)

の的確な工程管理を行い､ 必要な場合には繰越の

手続きをとる等､ 適切な事務処理を行う｡

� �������	
���

土木部職員研修業務委託について､ 会計規則第��

条の�の規定による履行の検査及び委託料の精算が

行われず､ 過払いとなっていた｡ (土木総務課)

② 委託先である (財) 島根県建設技術センターから

の精算報告書により過払い額を確定した後､ 納入通

知書を発行し､ 過払いに対する精算を行った｡

今後は､ 研修計画に変更があった都度､ 変更契約

等を行い事務の適正化を図る｡

� ������������	
���

県営住宅駐車場の使用許可の手続がなされていな

かった｡ (建築住宅課)

③ 早期に島根県営住宅管理条例に ｢駐車場の管理｣

を規定し､ 県営住宅の共同施設として管理を行うこ

ととしている｡

なお､ 条例に規定することと並行して､ 平成��年

度に現況調査を行い､ 駐車場所の確認や駐車区画面

積の確定を行うこととしている｡

� �����

� ���� !"��	
���

ア 行政財産目的外使用料 (電柱等) が収入されて

いなかった｡ (邑智高等学校)

①

ア 指摘内容に基づき､ 今後このような誤りがない

よう努める｡

イ 行政財産目的外使用許可に伴う経費負担が収入

されていなかった｡

(松江南高等学校､ 情報科学高等学校､ 出雲農林

高等学校､ 邑智高等学校､ 松江養護学校､ 石見養

護学校)

イ 指摘内容に基づき､ 今後このような誤りがない

よう努める｡

� ���#$%�&'��	
���

会計規則第���条の�に規定する債権管理簿が整

備されていなかった｡

(邑智高等学校､ 益田工業高等学校)

② 帳簿整備の上､ 今後このような誤りがないよう努

める｡

� ()!"��	
���

平成�	年度に過徴収された市町村民税が対象者に

返還されず､ 歳入歳出外現金として保管されていた｡

(松江養護学校)

③ 対象者に返還の上､ 今後このような誤りがないよ

う努める｡

* +,-.��	
���

県立学校児童生徒の定期健康診断業務委託ほか


件の委託契約 (単価契約) について､ 会計規則第��

条の�の規定に基づく予定価格が設定されていなかっ

た｡ (保健体育課)

④ 当該契約は､ 公益法人との契約であり､ 非収益事

業と見なしていることから､ 会計規則第��条の�第

�項第�号により､ 予定価格を省略した｡

/ +,!"��	
���

書籍の購入�件について､ 会計規則第�条の�に

規定する請書が徴されていなかった｡

(古代文化センター)

⑤ 指摘内容に基づき､ 今後このような誤りがないよ

う努める｡

0 ���12�����	
���

職員宿舎駐車場の貸付の手続がなされていなかっ

た｡ (福利課)

⑥ 指摘内容に基づき､ 今後このような誤りがないよ

う努める｡

号外第��号 平成��年�月��日(�	)
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� ���������	
�������

重要文化財の保存修理委託について､ 平成��年度

の委託完了から平成��年度の委託開始までの間の物

品の保管に関する契約書等が作成されていなかった｡

(古代文化センター)

⑦ 指摘内容に基づき､ 今後このような誤りがないよ

う努める｡

� �����

� �����������

修繕工事について､ 建設業法第��条の規定により

契約書による契約を締結すべきところ､ 契約書を省

略し請書が徴されていた｡ (大社警察署)

① 宿舎外構改修工事について､ 契約金額が��万円未

満であったため､ 島根県会計規則により契約書を省

略し､ 請書を徴していたものである｡

今後は､ 建設業法を遵守し､ 建設工事における契

約書の作成を徹底する｡

� ���� �!"�������

職員宿舎駐車場の貸付の手続がなされていなかっ

た｡ (警察本部)

② 職員宿舎駐車場の貸付については､ 今後､ その使

用状況や整備状況などの実態調査をもとに､ 関係部

局及び関係機関との調整を行ったうえで､ 駐車場の

基準､ 規程の整備等の手続きを進めていくこととす

る｡

# $%�&

� '()*

� +,-�.,/0�1

医療費の個人負担分未収金が年々増加しており､

特に�年以上経過した長期滞納金が累増した｡

① 中央病院においては､ 経営係医事担当を中心に､

未収金管理票による未収金管理､ 医療費未払いの患

者の自動受付制限と面接による督促､ 分納誓約書等

の徴収､ 電話による督促､ 連帯保証人に対する請求

などにより､ 未収金の徴収を実施してきた｡

しかし､ 近年の経済状況や医療費の個人負担の増

加などにより未収金の額が増加しているところであ

る｡

医療費の個人負担分に係る未収金は､ これまでの

債権管理の実態を再度検証し､ 他院の取り組み状況

などを参考に､ 平成��年度から 『滞納未収金対応要

綱』 を制定しこの中で､ 未収金管理に係る病院とし

ての事務の執行指針を定めたところである｡ また､

要綱で､ 事務局長を債権管理者とし､ その下に 『未

収金対策チーム』 を編成し､ 効果的な未収金対策に

ついて随時検討を行うこととするなど､ 未収金対策

に係る体制を整備したところである｡

さらに､ 未収金の対応を行う職員を増員し､ 未収

金の発生時に早期に対応できる体制を確保した｡

今後､ さらに､ 他病院の債権回収の状況などを参

考にしながら具体的な方策を検討し実行する予定で

ある｡

� 2345�678�9: ;<=�>?8@��

支弁した医師会費に係る源泉徴収税額を納付して

② 中央病院は､ 病病連携､ 病診連携などの協調､ 協

力関係に資するため医師会との連携が不可欠である

号外第��号 平成��年	月��日 (�
)
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いなかったために不納付加算税を支払った｡ ことから診療科部長以上の医師の会費を病院負担と

していたところであるが､ 税法上は病院が負担した

医師会費は個人の給与所得とみなされ源泉徴収対象

となるとの指摘を平成��年��月に税務署から受け､

不納付加算が発生したものである｡

なお､ 現在は､ 医師会費について､ すべて､ 加入

する医師の自己負担としている｡

� �������	
����

島根県病院事業財務規則に基づく帳簿が備えられ

ていなかった｡

[貯蔵品・物品出納簿､ 未収金調定簿 (保険及び労

災用)､ 未収金調定簿 (個人・その他団体用)､ 未収

金管理表 (個人・保険用)､ 貯蔵品入庫伝票､ 貯蔵

品出庫伝票など]

③ 平成��年の新病院開院時に多くの業務を紙管理か

らコンピュータ管理に移行したが､ その際に業務の

運用と規則様式の整合性が図られていない部分があ

り､ 指摘を受けた帳簿類に不備が生じている｡

指摘を受けた各種様式については､ 現在たな卸し

資産の薬品を含む物流業務の見直しの検討及び未収

金管理の見直しの検討を行っており､ この検討の中

でコンピュータ管理様式を定め規則改正を行うもの､

規則にあわせ現行様式を改正するものに分類整理の

うえ､ 所要の手続きを進めたい｡

� ���������������

職員宿舎駐車場の貸付の手続がなされていなかっ

た｡

④ 現在､ 総務部管財課において県職員宿舎の駐車場

の取り扱いが検討されており､ 中央病院宿舎の駐車

場についてもこれに準じた取り扱いをする方針であ

る｡

� ����

� �� �!�"#�


医療費の個人負担分未収金が年々増加しており､

特に�年以上経過した長期滞納金が累増した｡

① 近年の長期不況下における経済状況を反映し､ 特

定患者の医療費に対する未収金が増加している｡

湖陵病院の入院患者は､ 精神疾患特有の病状から

長期入院患者が多数見られ､ 入院費も未納となると

長期化する傾向にあり､ その結果一部の患者におい

て多額の未収金が発生している｡

これまで､ 分納誓約､ 電話等により未収金の徴収

について努めてきたが､ 患者及び家族への督促行為

が診療予約のキャンセルなど治療上の信頼関係に影

響するなど精神病院における債権回収の困難さもあ

り成果が上がりにくい状況である｡

そこで､ 平成��年度から入院申込書に連帯保証人

を設け債権回収に努めることとした｡

未収金の増加は収益確保の観点から経営上極めて

重大な問題であり､ その対応については病院全体で

組織的に取り組み､ 今後も未収金管理及び徴収体制

の整備等を行いながら改善に向けて努力していきた

い｡

$ �������	
����

島根県病院事業財務規則に基づく帳簿が備えられ

② 湖陵病院の業務内容と ｢病院事業財務規則｣ の様

式を照らし合わせ記載内容を精査した上で､ 現行の

号外第��号 平成��年�月��日(��)
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ていなかった｡

[未収金調定簿 (保険及び労災用)､ 未収金調定簿

(個人・その他団体用)､ 未収金管理表 (保険用)､

貯蔵品入庫伝票､ 貯蔵品出庫伝票など]

様式にあわせ規則改正するもの､ 及び規則に合わせ

現行様式を改正するものに分類整理し所要の手続き

を進めて行きたい｡

� ��������	
���

ディケア施設通所患者送迎業務委託契約において､

予定価格が設定されていなかった｡

③ 平成��年度契約においては､ 予定価格を設定して

契約を行った｡

� ���������������

職員宿舎駐車場の貸付の手続がなされていなかっ

た｡

④ 職員駐車場の貸付については､ 一般会計部局で実

施される予定の駐車場の基準､ 職員宿舎管理規則等

の改正を受け､ 一般会計との均衡に配慮しながら手

続きを行う｡

� �����

���������������

職員宿舎駐車場の貸付の手続がなされていなかった｡

職員宿舎駐車場の貸付手続きについては､ 今後､ 知

事部局との均衡を図る上で総務部管財課等と協議しな

がら､ 島根県企業局職員宿舎管理規程の改正等につい

て検討したい｡

� ������ !

��������	
����

塩購入単価契約で予定価格が設定されていなかった｡

塩購入単価契約については､ 平成��年度契約分から

予定価格調書の作成を行った｡

今後､ 島根県公営企業契約規程で準用する島根県会

計規則第��条の�第�項の規定に基づいて予定価格の

設定を適正に行いたい｡

号外第��号 平成��年�月��日 (��)
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平成��年度会計定期監査結果報告書 ｢添付意見｣ に係る処理方針等

号外第��号 平成��年�月��日(��)

添 付 意 見 処 理 方 針 ・ 措 置 状 況

� ����������

	 
��������������

パブリックコメントの実施に当たっては､ 実施要綱に

基づき､ 対象とする計画等の案を県のホームページや県

政情報センターで公表し､ これに対する県民の意見を募

集しているが､ 必ずしも県民に十分な利用の機会を提供

したことにはならない｡

このため､ 内容を分かりやすい形に要約し新聞に掲載

した上で､ 意見を求められたい｡

�������

パブリックコメントの実施にあたっては､ 計画等の案

を要約したものを新聞に掲載するよう実施要綱を改正す

るとともに､ 新聞広報のための予算を広聴広報課におい

て確保することとし､ 平成��年度から実施することとす

る｡

 !"#$�%$&����

定員管理を行うに当たっては､ 各部等に対し一定率の

削減を掛け､ 重点施策実施部門等へ再配分されたい｡

各部長等はこれを受け､ 部内各課に対する配分案を作

成の上総務部へ提出し､ 総務部はこれを原則として認め､

全体の定員管理を行われたい｡

また､ 新行政システム推進計画に基づく定員削減につ

いては､ 昨年提出された議会の行財政改革調査特別委員

会の報告の提言を踏まえ､ その早期実現に向けて､ 年次

別､ 内容別の実施計画を早急に樹立の上､ 着実に実行さ

れたい｡

�'(��

新行政システム推進計画に基づき､ 個別に組織のスリ

ム化や事務事業の見直しを行いながら､ ���人の定員削

減に取り組んでいるため､ 一律削減方式による定員管理

と���人削減を同時に実施することは難しい状況にある｡

したがって､ 一律削減方式による定員管理については､

組織スリム化などがある程度終了した時点で検討したい｡

また､ ���人の定員削減については､ 年次別の実施計

画を作成し､ 今後�年間で達成することを目標に取り組

みたい｡

) *+,-��.�/0����

民間委託への推進については､ 新行政システム推進計

画の中で事務事業の見直しの一環として取り上げられて

いるが､ 総務部においては､ その点検作業を各業務担当

部局に委ねるのではなく､ 委託可能業務を総点検した上

で早急に実施計画を策定し計画的実施に着手されたい｡

�'(��

民間委託の推進については､ 平成��年度に新行政シス

テム推進本部で全ての事務事業を対象に総点検を実施し､

この結果に基づき､ 各部と協議をしながら実施可能なも

のから順次実施する｡

なお､ 今後の新たな民間委託の推進については､ 行政

評価制度を積極的に活用しながら､ 総務部で全庁的な方

針を策定した上で､ 各事業担当部局と総務部が一体となっ

て推進していきたい｡

1 234567�89:����

事務事業の合理化の観点から､ 技能労務職員が携わっ

ている業務について､ 直営を続けるべき業務か､ あるい

は委託可能業務かを十分に検討の上､ 以下の点に留意し

て実施を推進されたい｡

� 真に直営を要する事務事業については､ 最小限必要

な人員を技能労務職のまま残しつつ､ 実施のための作

業労務については原則嘱託員化する｡

なお､ 嘱託員化に当たっては､ シルバー人材セン

ター､ 元気な高齢者等のボランティアの活用などを比

較検討した上で行うこと｡

�'(��

技能労務職員が行っている業務のうち､ 事務事業開始

後の状況変化の中で､ 行政需要等が縮小した業務につい

ては､ 積極的に事務事業の廃止・縮小を行う｡

また､ ｢民間にできる業務は民間に委ねる｣ という基

本的な考え方に基づき､ 経費の縮減が図られる業務や効

率的な運営ができる業務､ 常時一定の職員を配置する必

要がない業務については､ 民間委託や非常勤嘱託化を推

進する｡

なお､ 見直しを行う際の高齢者やボラティアの活用に

ついては､ 可能かどうか個々の業務ごとに検討する｡



島 根 県 報

� 委託可能業務については最も効率的運営が可能とな

るよう委託費の積算に留意する｡

なお､ 委託費の積算に当たっては､ 必要に応じ元気

な高齢者等のボランティアの活用などを積極的に検討

すること｡

� ���������	
���

市町村合併の進展及び市町村への権限移譲等を踏まえ､

地方機関の組織・人員・設置数等そのあり方について検

討し､ 早急に実施施計画を策定されたい｡

�����

地方機関の見直しについて､ 平成��年�月に各部次長

を構成員とする内部検討委員会を設置し､ 平成��年度末

には､ 新しい地方機関の機能､ 配置数､ 配置場所､ 所管

区域等を内容とする検討委員会報告書が提出されたとこ

ろであり､ 今後パブリックコメント等を経て実施計画を

とりまとめる予定である｡

� �����������

家畜衛生・食品衛生業務に欠くことができない県の獣

医師の確保が困難となってきているので､ 抜本的な確保

対策を講ずる必要がある｡ このため､ 獣医師の処遇改善

について必要な見直しを検討されたい｡

また､ 家畜衛生研究所の獣医師は､ ｢牛海面状脳症対

策特別措置法｣ に基づき��ヶ月齢以上のすべての死亡牛

についてＢＳＥ検査 (月平均��～��件) を実施しており､

その取り扱いに当たっては､ 腐敗が進み､ 耐え難い悪臭

を放つなどの状態が恒常的に発生することから､ その困

難性を考慮し､ 新たな特殊勤務手当の創設を検討された

い｡

�����

獣医師の確保については､ 採用試験の実施時期につい

て検討し､ 最も効果的な時期に実施するように検討する

とともに､ 処遇改善についても見直しを検討する｡

家畜衛生研究所のＢＳＥ検査にあたり､ 死亡牛から検

体を採取する採材作業については､ 牛の腐敗臭による不

快な業務であり､ 著しく特殊な業務と認められることか

ら､ 新たに特殊勤務手当の支給対象業務とした｡

○対象業務 ＢＳＥ検査に係る採材作業

○手 当 名 家畜保健衛生業務従事手当

○手 当 額 現行の月額 (��	���円) に､ 日額���円

を加算

� ��� !"#$��%&'(�)*+���

県立学校教育職員が入学試験問題の作成・採点及び公

開・開放講座等に従事する場合に県から支給される謝金

については､ 支給対象業務及び支給金額等の明確な基準

が設けられていないので､ 明確な基準等を作成し､ 統一

的な事務処理を図られたい｡

また､ 教育職員が勤務時間内に行うこれらの業務に県

から謝金が支給されているものがあるが､ これについて

は廃止を検討されたい｡

�,-��

大学設置者として､ 将来的な廃止を含めた謝金の支給

のあり方や明確な基準の作成について該当の大学と十分

な協議を行いたい｡

�!".,-�/0 !"�/12�3��

公立高等学校の入学検定試験の実施については､ ｢高

等学校入学者選抜学力検査委員設置規則｣ に基づいて行

われており､ この規則では､ 非常勤の高等学校入学者選

抜学力検査委員を委嘱して問題の作成と検討､ 採点と監

督等に当てることとなっている｡ そのため､ 各学校の学

力検査実施委員 (採点と監督等に従事) と問題作成・検

討委員 (問題の作成と検討等に従事) には､ 報償として

謝金が支払われていた｡

今後､ この規則を改正するとともに､ 各学校の学力検

査実施委員には謝金の支払いをやめることとしたい｡ し

かし､ 問題の作成や検討は秘匿を要する業務で専ら時間

外に行う作業であるため､ 県教育委員会が適任者を選ん

号外第��号 平成�
年�月��日 (��)
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で委嘱する問題作成・検討委員に対しては､ 従事時間の

差を考慮して引き続き謝金を支払うこととしたい｡

また､ 県立学校等において行う学校開放講座の内部講

師に対する謝金の支給については､ 従事時間に応じた支

給金額を定めることとしたい｡

なお､ 県立学校において実施する学校開放講座の内部

講座については勤務時間内は謝金を支払わないこととし､

平成��年�月��日付けで関係機関に通知したところであ

る｡

� �������	
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平成��年度末において郵券の保有額が年間使用額以上

の機関が��機関あり､ 購入額が年間使用額以上であった

機関､ 年度末 (第�四半期) に購入が集中していた機関

も引き続き多数あった｡

郵券の購入に当たり､ 各機関においては､ ｢用品調達

事務に係る改善策｣ (平成��年�月	�日付け財発第��


号｡ 総務部長､ 出納局長連名通知) の趣旨を踏まえ適切

に購入し､ 多額な保有を行わないようにするとともに､

関係部局にあっては指導を徹底されたい｡

また､ 利用されていない余剰切手については､ 一括し

て総務課で取りまとめの上､ 料金別納郵便で使用するな

どの保有縮減対策を早急に講じられたい｡

�������������

先般､ 本庁及び地方機関に対し､ 郵券購入の適正化に

ついて通知したところであり､ 今後は適切な購入及び保

有に努める｡

【通知文の概要】

� 必要以上の現保有枚数の縮減

料金別納制度を利用し､ 料金分を郵券で支払う｡ こ

れによりがたい場合は､ 総務部総務課へ物品の管理換

えを行い､ 総務課で処理するので協議すること｡

� 今後の購入等適正化に向けた改善策

切手ではなく可能な限り料金後納制度を利用する｡

これによりがたい場合は､ 適切な購入に努め､ 多額な

保有を行わないよう計画的な執行に努めること｡

また､ ｢用品調達事務に係る改善策｣ (平成��年�月

	�日付け財発第��
号総務部長､ 出納局長連名通知) の

趣旨を踏まえ､ 会計事務研修や会計検査等で指導を徹底

したい｡

� ����� ��!�"#�$%&'()�*+,�

���

� 電算システムの積算及び発注について

電算システムの保守管理契約については､ ソフトウェ

ア又はハードウェアを納入した業者と随意契約を行っ

ている実態があるが､ コスト削減及び競争性確保の観

点から､ ソフトウェア､ ハードウェアと一括し､ 競争

入札による複数年契約を検討されたい｡

なお､ 保守管理契約に当たっては､ 通年保守方式と

必要に応じて行う随時保守方式を十分比較検討した上

で契約されたい｡

また､ 保守管理契約において同一業者と数年間継続

して随意契約を行い､ 予定価格と極端に開きのある金

額で契約している例が少なからずあった｡

�-.�/��������������

� 現在､ システムを開発して情報処理を行おうとする

場合は､ 各機関からシステム開発 (変更) 計画書を提

出させ､ その評価を行っている｡ 予定価格設定のため

の統一的な積算基準､ 積算マニュアルの作成についは､

各システム固有の要素が多く困難であるが､ 平成��年

度より新規システムの開発・既存システムの再構築・

運用方法の見直し等に情報政策課が積極的に関与して

いくこととしている｡

電算システムの開発､ 保守管理の調達に当たっては､

コスト削減の観点から事前に情報政策課に協議する仕

組みについて､ ｢平成��年度予算執行方針｣で徹底を図

る｡

号外第��号 平成��年�月��日(��)
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このことは､ 予定価格の積算が的確でないことも考

えられるので､ 予定価格設定のための統一的な積算基

準､ 積算マニュアルを作成するとともに､ 各機関が調

達等を行う場合における事前協議､ 情報提供等の指導・

チェックを一元的に行う体制を整備されたい｡

� 複写機の利用契約について

複写機利用契約については､ 現在､ 機器一台ごとに

複数年の継続使用を前提とした単年度契約が締結され

ている｡

コスト削減及び競争性確保の観点から､ 機器一台ご

とに契約するのではなく､ メーカーを特定せず複数の

機材を一括し､ 競争入札による複数年契約とされたい｡

なお､ 現在特定メーカーと行っている県全体を対象

とした基本単価契約については､ 競争性確保の観点か

ら廃止されたい｡

� 地方自治法の改正 (予定) を受けて､ 平成��年��月

�日から､ 競争入札による複数年契約を本庁分につい

て実施する｡

地方機関分の施行については､ 平成��年度中に関係

機関との協議・調整を経て､ 順次実施していきたい｡

基本単価契約については､ 平成��年度から廃止した｡

�� ������	
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� 職員宿舎の敷地について､ 入居者が自家用車の駐車

場として占用している実態があるが､ 貸付等県有財産

管理上の手続はなされておらず､ 使用料も徴収されて

いない｡

ついては､ 民間の状況及び県の収入確保の観点から､

財産管理上の手続を行った上で､ 使用料の徴収につい

て検討されたい｡

また､ 県営住宅についても同様な状況にあるので､

他県の状況を参酌し､ 財産管理上の手続を行った上で､

使用料の徴収について検討されたい｡

� 県の合同庁舎､ 集合庁舎及び松江警察署庁舎等以外

�

�����

職員宿舎駐車場の貸付及び貸付料の徴収については､

今後その整備状況などの実態調査を基に諸条件を整備し､

必要な関係機関と協議検討を進めたい｡

�����

教職員宿舎駐車場の貸付については､ 今後､ その整備

状況などの実態調査をもとに､ 関係部局及び関係機関と

の調整を行った上で､ 駐車場の基準､ 教職員住宅管理規

定の改正等の手続きを速やかに行いたい｡

���������

職員宿舎駐車場の使用料の徴収については､ 今後､ そ

の使用状況及び整備状況などの実態調査をもとに､ 関係

部局及び関係機関との調整を行ったうえで､ 駐車場の基

準､ 使用料の算定基準､ 規程等の整備等の手続きを進め

る｡

���� ��

多くの他県でも有料化されていることから､ 島根県に

おいても現況調査をした上で島根県営住宅管理条例に

｢駐車場の管理｣ を規定し､ 早期徴収開始に向け検討す

ることとしている｡

なお､ 使用料の徴収にあたり他部局との調整を図るこ

ととしている｡

�
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にある地方機関に勤務する職員が通勤に使用している

自家用車については､ そのほとんどが地方機関の敷地

に駐車されているが､ 使用許可の手続はなされておら

ず､ 使用料も徴収されていない｡

ついては､ 使用許可の手続を行った上で､ 使用料が

徴収されている庁舎に勤務する職員との均衡及び収入

確保の観点から､ 使用料の徴収について検討されたい｡

�����

駐車場使用料については過年度 (平成��年度) より見

直しを検討し､ 諸条件を整理した上で平成��年度から徴

収金額を改正する運びとした｡

指摘のあった地方機関について使用料を徴収する件に

ついては､ 今後､ 各地方機関毎の駐車場の実態などの必

要な調査や今回整理を行った諸条件との整合性などにつ

いて整理を行った上で徴収について検討したい｡

����	��

県立学校においては､ その多くが交通不便地に存在し

ていること､ 及び業務の特殊性から自家用自動車の公務

使用が認められており､ 通勤に使用されている自家用車

の多くが公務に使用されている実態がある｡

加えて､ その業務も､ 他部局に比べ緊急性や特殊性が

高く､ 自家用車を公務使用することにより適切な用務の

遂行が可能となっている｡

また､ 教職員の自家用車駐車スペースが駐車場として

整備されていない学校が多く､ 公用車も整備されていな

い状況であり､ 仮に徴収するとすれば所要の条件整備を

行う必要がある｡

本件については､ 地方自治法第���条の	の趣旨を踏

まえ､ 知事部局における単独事業所の取扱いを参酌して

検討することが適当な事案であり､ 知事部局の動向を見

据えた上で上記	点の課題を踏まえた検討を行っていき

たい｡

�
������

庁舎駐車場の使用料については､ 現在､ 平成庁舎及び

松江警察署において使用料を徴収している｡ それ以外の

警察庁舎についても職員の駐車実態等の調査を行い､ 関

係部局及び関係機関と調整を行うなど､ 使用料の徴収に

ついて検討する｡

�� ����������������� !"#

林業・木材産業の振興のためには､ 県産材の需要拡大

が必要であり､ これまでにも様々な施策がとられてきた

ところであるが､ 県産材の利用は伸び悩んでいる状況に

ある｡

また､ 森林の保全に不可欠な間伐を促進するためには､

間伐材の利用促進が必要であるが､ 平成�
年度の利用率

は��パーセントと低迷している｡

そこで､ 木材乾燥施設の整備及び加工業者の育成等に

より､ 間伐材を含めた県産材の付加価値を高めるととも

に､ 関係部局が連携して公共施設､ 個人住宅､ 土木工事

�$%�&'()*+,-.�/&0123��

� 島根県木質資源活用維新計画及び島根県間伐推進基本

方針の策定

平成��年度末までに木質資源活用維新計画及び新たな

間伐推進基本方針を策定し､ 公共部門や民間住宅におけ

る県産材の積極的活用､ 木質バイオマスの利用促進､ 木

質資源活用に関する教育・ＰＲの強化などにより､ 企業・

団体､ 県民､ 行政の連携を図りながら県産材の需要拡大

を推進する｡

また､ 策定した計画の着実な推進を図るため設置する

木質資源活用維新計画推進委員会に間伐材利用促進部会
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等における需要拡大に向けた施策を強化されたい｡ を設け､ 県産材の中でも間伐材の一層の利用拡大を官民

一体となって取り組む｡

� ｢しまねの木｣ 認証システムの構築

平成��年度内に県産材の産地及び品質等を表示・認証

するシステムを構築し最終消費者が県産材を明確に認識

できるようにする｡

� 県産材使用木材住宅の常設展示場開設

平成��年度に国庫補助事業により消費者が直接見てふ

れることのできる県産材使用木材住宅の常設展示場を設

置した｡

	 県産材の高付加価値化の取り組み

従来から行っている国庫補助及び県単独事業による木

材乾燥施設の設備や木材の新たな用途・加工技術の開発

を支援する取り組みを強力に推進する｡

�� ������	
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県収入の早期確保の対策とし､ 次の事項について対応

されたい｡

� 建設事業に対する市町村の負担率は､ 現在
月議会

で議決されるため､ 市町村負担金の収入が��月以降と

なっている実態がある｡

県の支出時期に対応した収入の早期確保を図る上か

ら､ 負担率の決定が�月議会の議決となるよう検討さ

れたい｡

� 公共事業に係る国庫補助金等について､ 県の支出時

期に対応した請求を国等に対し速やかに行い､ 収入の

早期確保を図られたい｡

�
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建設事業に対する市町村の負担については､ これまで

｢県営土地改良事業等に係る地元負担金の収納について

の取扱方針｣ を定め､ 早期収入に努めてきているところ

であり､ 農業農村整備事業においては､ 市町村負担金と

同様に受益者分担金も徴収している｡

市町村負担率の�月議会での議決については､ 関係機

関との調整が必要であり､ 今後検討する｡

�� ����

建設事業に対する市町村の負担金については､ ｢県の

行う建設事業 (土木関係) に対する市町村負担金取扱要

領｣ を定め､ 早期収入に努めてきているところであるが､

市町村負担率の�月議会での議決については､ 関係機関

との調整が必要であり､ 今後検討する｡

�
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国庫補助金等の収入については､ 事業進捗に併せて四

半期毎に国に対して請求を行い､ 適切な収入に努めてき

ているが､ 今後一層事業進捗状況の把握の精度を高めて､

県の支払時期に対応した適切な請求を行い､ 収入の早期

確保に努める｡

�� ����

平成��年度に､ 国等に対する請求方法を､ 財務オンラ
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インを活用して､ 毎月､ 事業の出来高に応じた概算払い

請求をする方式に見直しを行い､ 収入の早期確保を図る

ことにした｡

�� ������	
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島根県総合教育審議会の ｢本県教育の在り方について｣

(中間まとめ) によると､ 地方分権推進に対応した教育

委員会業務の方向性が示されていない｡

地方分権時代における島根県教育振興ビジョンの策定

に当たっては､ 市町村教育委員会の役割拡大とそれに伴

う県教育委員会との関係についてあり方を示されたい｡

����� !"

① 特色ある教育がより推進されるよう､ 県教育委員会

と市町村教育委員会､ 市町村教育委員会と学校との相

互の権限委譲を含めて研究し､ 円滑な教育活動が行わ

れるよう努めたい｡

② 各市町村や各学校での特色ある教育活動に対する支

援を行うに当たっては､ 学校に地域担当教員を置くこ

とや地域教育コーディネーターの活用を促していきた

い｡

�# $%&'()*�+�,-�����

未納額が増加傾向にあるので､ 徴収マニュアルを作成

し､ 的確な徴収に努められたい｡

また､ 半額免除及び徴収猶予の基準を明確にされたい｡

�.%��!"

今後一層､ 学校現場と緊密に連携を図りながら､ 未納

額の解消に向けて取り組んでいきたい｡

徴収マニュアルの作成については､ ｢登校停止｣ ｢除

籍｣ 等運用に当たって教育上慎重な配慮を要する事項が

あり､ 今後の未納状況の推移をみた上でその要否を検討

したい｡

また､ 授業料の減免等については､ 現在定時 (全期分､

下期分の年�回) 及び緊急 (突発事由発生時) に全額免

除措置のみ行っており､ 制度の安定的運用の見地から､

｢半額免除｣ 及び ｢徴収猶予｣ は､ 中期的な課題として

その基準制定に向けて検討を行いたい｡

�/ 01$%�2345'$6�789����

養護学校中等部及び高等部においては､ 作業学習の内

容が､ 園芸､ 陶芸､ 木工等に固定化されている現状があ

る｡

卒業後における社会への適応力を高めるような作業学

習の導入を検討されたい｡

�.%��!"

作業学習の内容を各知的障害養護学校が選定する場合､

学校の施設設備や指導者に基づかなければならないこと

は勿論であるが､ 知的障害者の特性についても考慮しな

ければならない｡

学習指導要領解説によると､ 知的障害の学習上の特性

として ｢学習によって得た知識や技能が断片的になりや

すく､ 実際の生活の場で応用されにくい｣ こと､ ｢抽象

的な内容より､ 実際的・具体的な内容の指導がより効果

的である｣ こと等があげられている｡

このことを踏まえ､ 作業内容としては､ ｢障害の状態

等が多様な生徒が､ 共同で取り組める作業活動を含み｣ ､

｢地域性に立脚し､ 原料・材料が入手しやすく､ 永続性

のある作業種｣ で､ ｢生産から消費への流れが理解され

やすい｣ もの (学習指導要領解説) を各学校で選定する

こととなる｡

また､ 知的障害の作業学習は､ 作業学習で学習した内
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容が､ 即 ｢就労｣ につながるということは少なく､ いわ

ば ｢作業学習｣ をとおして､ 長時間の作業に耐えられる

気力・体力や生産から消費にいたる知識､ 技能等の ｢働

く力や生活する力｣ を総合的に学習するものである｡

以上のことから､ 作業学習の内容がある程度 ｢固定化｣

されることはやむを得ないことと考える｡

現在､ 知的障害養護学校で実施している作業学習は､

農耕､ 園芸､ 食品加工､ 陶芸､ 織物､ 木工､ 調理等であ

るが､ 各学校においては､ より多い作業種を保障するた

め､ 専門高校の施設設備を利用した作業学習や地域の人

材や資源を活用した作業学習も実施している｡

また､ より ｢就労｣ に直結した学習として､ ｢現場学

習｣ を実施している｡ これは､ 作業学習の一環として､

企業や個人の事業所､ 作業所・授産施設等で､ 実際の勤

務形態にあわせ､ 一定期間実施するものである｡

近年の障害の重度・重複化､ 多様化が進行しており､

複雑化する生徒の社会的自立に対応するため､ 作業種の

あり方を含めて作業学習が充実するよう､ 一層努めたい｡

�� ������	
��������������

本来､ 公費で措置すべきものが学校徴収金により賄わ

れている実態が未だに見受けられるので､ これら現状の

是正を図られたい｡

特に､ 県で雇用している警備業務嘱託員以外にＰＴＡ

で独自に警備員を雇用している実態があるが､ 県有財産

の管理上適切ではないので､ 是正を図られたい｡

また､ 学校徴収金について､ 各学校で統一的なチェッ

ク体制と事務処理が行われるよう､ 管理についてのマニュ

アルを作成する必要がある旨平成��年度の意見で述べて

いるが､ 未だに作成されていないので､ 早急に作成され

たい｡

�������

本来､ 公費で支出すべきものとして予算措置されてい

るにもかかわらず学校徴収金によっているような事例が

あれば､ 今後とも個別に指導していきたい｡

なお､ ＰＴＡで警備員を雇用し､ 学校警備に従事させ

ている学校については､ 是正するよう指導したところで

ある｡

また､ 学校徴収金の管理に関するマニュアルについて

は､ 平成��年度において試行し､ その結果を踏まえて平

成��年度から本格運用を行うこととしているところであ

る｡

�� ���� !"#�$%����

教員の研修については､ 平成��年�月に新たに作成さ

れた ｢島根県教職員研修計画｣ において､ 松江教育セン

ターが中核機関と位置づけられた｡ これにより､ 浜田教

育センターの役割､ 位置づけなどが変化することとなっ

たので､ 同センターの一層の有効活用について早急に検

討されたい｡

�������

各教育事務所の研修支援機能が十分でない中にあって､

県西部に研修拠点のあることの意義は大きい｡ また､ 県

西部から研修のために松江教育センターへ出張する場合

に比べ､ 浜田教育センターで研修を行うことは､ 経費の

節減に役立っている｡

平成��年�月の教職員研修計画の見直しによっても､

浜田教育センターの役割や位置づけは変わらず､ 重要な

研修機関として引き続き活用していきたい｡

�& ������	
'()�*+����

一部の県立高校において､ 中途退学率の著しく高い学

校があるので､ その原因を分析の上､ 防止対策の強化を

������,-.����

平成��年度の公立高等学校の中途退学者は���名で､

全国の中退率が�	�％であるのに対し､ 本県は�	�
％で
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図られたい｡ あり､ 過去�年間では最も低い中退率となっている｡ 中

退事由としては ｢進路変更｣ ､ 次いで ｢学校生活・学業

不適応｣ である｡

学校別の中退率は年度によって若干の変動はあるが､

小規模校や専門高校に高いという傾向が見られる｡

こうした状況を踏まえ､ 平成��年度から､ 各高等学校

に対し､ ｢退学者等状況報告書｣ の提出を求めて実態の

把握に努めている｡ 今後､ 詳細な実態把握をもとにそれ

ぞれの学校への指導に努めていきたい｡

� ����

� ����	
����

� 中央病院

国の総医療費抑制策が続く中､ 平成��年度からは企

業債償還に係る一般会計繰り出し基準が�	
から�	�

となり､ 県立病院はこれまで以上に､ 自らの責任に基

づく自立的運営を求められることとなる｡ 加えて､ 退

職者の増加等による経費の増大も見込まれ､ 経営環境

は更に厳しくなり､ 益々の経営健全化努力が必要になっ

てくる｡ 従って､ 次の点を踏まえた対策を講ずる必要

がある｡

① 今後の病院経営に当たっては､ 具体的な数値目標

を定めた ｢中期経営計画｣ を策定し､ 計画的な運営

を行っていく必要がある｡

また､ 計画策定に当たって外部専門家の意見を積

極的に取り入れるとともに､ 院長のリーダーシップ

の元､ 全職員が一丸となって､ 計画の推進に努める

こと｡

② 今後の収益対策として､ 統合情報システムを活用

し､ 診療科別にコスト計算に基づく経営の分析を行

い､ 診療科全体を通じた診療業務の合理化を行うこ

と｡

������

① ｢中期経営計画｣ については､ 平成��年��月に平成

��年度までの�年間を計画期間とする ｢島根県立中央

病院第次経営健全化推進プラン｣ を定めた｡

この中で､ 安定的な運営資金の確保を図るため､ 外

部要因を排除した内部努力項目のみによる収支改善目

標額を定めたところであり､ 全職員が経営健全化に主

体的に取り組んで行くことができるよう､ 平成��年��

月には経営目標及び経営状況に関する職員説明会を行っ

た｡ 今後もこうした全職員の経営参画のための機会を

継続的に設けたい｡

また､ 平成��年�月には､ 経営改善で大きな実績を

あげた自治体病院長を招聘しアドバイスを受けたが､

今後とも､ 外部専門家の意見を聞く機会を設けるよう

努めたい｡

② 診療科別経営分析は､ その計算手法等になお検討課

題があるものの､ 診療科の時系列分析に活用している

ところである｡ 今後､ 県立病院が担うべき役割・機能

を議論しながら根本的な経営改善を目指す第�次経営

健全化計画を策定することとしており､ この議論の中

で診療科別の経営分析の結果を反映させたい｡
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③ 費用削減対策としては､ 委託契約や材料購入契約

において､ 複数年契約の拡大を図るとともに､ 市場

動向の調査や特命随意契約の再検討等により､ 可能

な限り競争入札を実施するなど､ 更に競争原理の導

入を図られたい｡

④ これまで､ 検体検査の外部委託や薬剤の院外処方

が推進されているにもかかわらず､ 臨床検査技師や

薬剤師等の定員数の削減がなされていない｡ 適正な

人員配置を検討し､ 計画的な定員削減を行うこと｡

また､ 本県においては､ 新行政システム推進計画

の中で､ 組織のスリム化を目指し､ 外部委託や事務

事業見直しにより定員削減を行うこととしている｡

病院内においても､ 調理業務の外部委託など､ 業務

の効率化・事務事業見直しが考えられるものは､ 定

員削減計画を策定し積極的に取り組むこと｡

③ 各種契約は､ 平成��年度契約から用度関係の一部の

主要な契約について設計価格を精査し､ 指名競争入札

を実施している｡

また､ 同じく平成��年度契約から債務負担行為によ

り診療材料等消費管理業務､ 設備運転管理業務及び白

衣等賃貸借に係る契約で複数年契約 (�～�年) を行

い経費節減に努めた｡ さらに､ 医薬品は､ 年�回の指

名競争入札実施による契約のほか､ 市場価格を調査し､

契約業者に対して値引き交渉を行い経費節減に努めて

いる｡

今後も､ 引き続き競争原理の導入に努めたい｡

④ 経営の健全化が喫緊の課題である本院にとって､ 増

収対策とコスト削減を強力に進める必要性を認識して

おりコストである職員定数のあり方についても､ 不断

の見直しをする必要がある｡

来年度に向けては､ 検査業務のうち採血部門につい

ては臨時看護師に業務を行わせることがより効率的で

あることから､ 臨床検査技師�名の削減を計画してい

る｡

また､ 薬剤・診療材料が主要な要素となる物流業務

の見直しを行うこととしており､ その中でコスト削減

の観点から､ 関連する医療技術員	名､ 行政職員	名

の削減を計画している｡

技能労務職員の見直しについては､ 一般会計部門に

準じてその業務のあり方を検討しており､ 施設の維持

管理部門や調理部門を中心とする見直し案については

平成��年度に提示する予定である｡

なお､ 適切な医療を提供する体制の確保を図りなが

ら､ 業務執行体制の見直しを進め､ これに伴う職員体

制については､ 常に適正な配置となるよう検討を行う

こととしている｡

� 湖陵病院

国の総医療費抑制策が続く中､ 経営環境は更に厳し

くなってくることが予想され､ また､ 退職者の増加も

見込まれる｡ 一方､ 平成�
年度にはＰＦＩ方式を導入

した新病院が開院することとなっており､ 今後､ 次の

点を踏まえた対策を講ずる必要がある｡

① 新病院 ｢県立こころの医療センター (仮称) ｣ 建

設・経営計画の具体的な実施にあたっては､ 医療の

充実はもとより､ 経営健全化に向けての具体的な数

値目標を織り込んだ ｢中・長期経営計画｣ を早急に

������

① 経営健全化推進会議が平成��年度から動き出してお

り､ この中で､ 中期計画の策定及びアクションプラン

の作成に努めている｡

また､ ＰＦＩ方式導入の範囲については､ 関係機関
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策定し､ 院長のリーダーシップの元､ 職員が一丸と

なって計画の推進に努めること｡

また､ 経営的な面からもＰＦＩ方式の導入に当たっ

ては､ 調理業務等を含めその効果が十分発揮出来る

よう努めること｡

② 新病院は､ 病床数が現在の���床から�	�床と減少

することから､ 職種ごとの職員数のあり方について

十分検討し､ 新病院開院に向けて職員数を計画的に

削減すること｡

③ 患者の平均在院日数が���日と平成��年度から連

続して延びているので､ 長期在院患者の早期退院対

策については､ リハビリテーション部門とデイケア

部門の一体的連携により社会復帰援助や地域での生

活支援援助を緻密に行う総合的なリハビリテーショ

ン活動を積極的に行い､ 地域の福祉関係機関との連

携をとりながら､ 社会復帰の促進を図ること｡

④ 職員が病院敷地に駐車する自家用車については､

使用許可の手続がなされておらず､ 使用料も徴収さ

れていない｡

ついては､ 使用許可の手続を行った上で､ 使用料

が徴収されている庁舎に勤務する職員との均衡及び

収入確保の観点から､ 使用料の徴収について検討さ

れたい｡

との調整がつくもので､ 最大限の成果が上がるよう進

めているところである｡

② ｢病棟再編検討委員会｣ を組織し､ 計画的な新病院

移行に向けた計画を策定しているところであり､ これ

に基づき病棟の看護師の適正配置についても検討する｡

③ 平成�	年度より ｢社会復帰総合パイロット事業｣ を

実施し､ 日々努力しているところであるが､ 平成�	年

度は予定していた人員の確保が出来ず際だった成果が

現れなかった｡

平成�
年度においては一定の成果が上がりつつあり､

また､ 新病院に向けて､ ｢病棟再編検討委員会｣ を組

織し､ 長期入院患者を適切に退院に導く具体的な計画

も策定しているところでもあるので､ 平均在院日数の

短縮が見込まれるところである｡

④ 一般会計部局では､ 総務部管財課で現況調査を行い

見直しを検討するとのことであり､ 湖陵病院でも一般

会計との均衡に配慮しながら検討を行っていく｡

� 病院全事業

① 健康福祉部においては部長を議長とし､ 平成�
年

�月�日に､ ｢県立病院経営健全化推進会議｣ が設

置された｡ 同会議は今後､ 県立病院として､ 県民に

対する高度で良質な医療サービスの提供と地域医療

への支援等の役割を担いながら､ 地方公営企業とし

ての自立した運営体制を確立していくための基本計

画を策定することとしている｡

現在の逼迫した本県の財政状況からして､ 早急に､

具体的目標設定をした､ 実効性のある計画を策定し､

総力を挙げて県立病院の恒常的な経営健全化を推進

されたい｡

�������

① 県立病院経営健全化推進会議では､ 当面の運転資金

(内部留保資金) の枯渇を回避し､ 安定的な医療提供

体制の確保を図るための ｢島根県立病院第次経営健

全化計画｣ を平成�
年�月に策定した｡

この計画では､ 平成��年度末で必要な内部留保資金

残高を設定し､ その確保のため具体的な方策を列挙し

ている｡ 各病院では､ この計画に基づきアクションプ

ランを策定した｡

また､ 一般会計もきわめて厳しい財政状況の中で､

今後とも県立病院が良質な医療を安定して県民に提供

していくためには､ 様々な角度からの見直しを行い､

将来にわたった経営基盤の強化の確立が必要と考えて

いる｡
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② 県立病院は､ 厳しい経営環境の中､ 経営の健全化

や新病院建設などそれぞれの課題を抱えている｡ こ

うした状況の中で､ 全病院職員がそれぞれ現状と課

題を認識し､ 経営感覚とコスト意識を持って業務が

遂行できるよう､ 職員の意識改革を図ること｡

③ 本県は現在､ 行財政改革の中で､ 諸手当の見直し

に取り組んでいる｡ 病院においても､ 医師手当､ 病

院業務従事手当等の特殊勤務手当に関し､ その必要

性､ 支給額等について検討されたい｡

④ 職員宿舎の敷地について､ 入居者が自家用車の駐

車場として占用している実態があるが､ 貸付等県有

財産管理上の手続がなされておらず､ 使用料も徴収

されていない｡

ついては､ 民間の状況及び収入確保の観点から､

財産管理上の手続を行った上で､ 使用料の徴収につ

いて検討されたい｡

このため､ 第�次計画の実施と平行して､ 単年度資

金収支の均衡を目的とした ｢第�次経営健全化計画｣

の策定に速やかに着手する｡

② 島根県立病院第�次経営健全化計画でも､ 経営基盤

強化の項目として､ 職員の経営参画意識の醸成を取り

上げている｡

中央病院では､ 経営状況や第�次経営健全化計画説

明のための職員説明会を開催し､ 湖陵病院では病院建

設の現況について広報誌に掲載するなど､ 職員への情

報公開・周知を行っている｡

また､ 知事と病院職員の意見交換会や､ 経営改善に

成功した公立病院の院長を講師に経営改善講演会を開

催するなど､ 職員の意識改革が図れるものを実施して

いる｡

今後も､ 診療科別・部門別の目標設定のためのヒア

リングを実施するなど､ 職員一人ひとりが経営の健全

化に対して正しい認識を持ち､ 経営の健全化に主体的

に取り組んでいくことができるよう努める｡

③ 医師手当､ 看護業務従事手当､ 病院業務従事手当の

�手当については､ その必要性､ 支給額等について人

事課と供に見直しを進めている｡

④ 一般会計との均衡にも配慮しながら検討を行ってい

く｡

� �������	
��

電気事業は､ 電気料金の低廉化を目的に電気事業法が

改正され､ 電力自由化が進められるなど､ 今後の経営環

境は益々厳しさを増すものと思われるため､ 次の点に留

意し経営を行う必要がある｡

① 平成�	年度の電力会社との料金交渉は企業局にとっ

て厳しいものとなり､ 平成�
年度､ ��年度の卸電気事

業の売電単価は､ ���当り従来の����
円から��
�

円へと単価が引き下げられた｡

県営発電所の卸電気事業及び卸供給事業は､ 平成�

����

① 現在､ 公営電気事業経営者会議では ｢長期的なあり

方に関する検討プロジェクトチーム｣ で今後の経営の

あり方等について協議を続けている｡

本プロジェクトチームからの答申や社会情勢を見極

めた上で､ 平成��年度早々にも本県独自の経営計画の
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年の電気事業法改正にともない､ 平成��年度までは電

力受給基本契約を締結し供給先を確保しているが､ そ

の後は不透明であり電力会社の電気料引下げ圧力が益々

強まり､ 電力料収益は減少することが確実な状況にあ

る｡

今後とも安定した電気事業の経営を行うためには､

そのような状況等を見据えた中・長期的経営計画を策

定して事業を行っていく必要があり､ また､ 事業の実

施に当たっては､ 事務事業の改善､ 効率化を図りつつ

費用を削減するとともに職員のコスト意識の醸成を図

ること｡

② わが国の電気料金は国際的にみて割高といわれてお

り､ そのため電気料金の引き下げを図るため進められ

ている ｢電力自由化｣ は､ 今後完全自由化に向けた動

きを強めていくことが予想される｡

平成��年度から次期売電価格 (平成��年､ ��年) の

交渉が開始されるが､ 必要経費を売電価格へ反映させ､

適正な利益の確保を目指し積極的に働きかけられたい｡

③ 平成��年��月から稼働予定の隠岐大峯山風力発電所

について､ 売電単価は��年間��	��円 (
��当り) と

定額であり､ 気象条件の影響は受けるものの収益は､

ほぼ横ばいで推移すると思われるので､ 維持管理費の

節減を図ることが利益確保の観点から特に重要であり､

最小限の経費で経営され､ 当初計画見込みの利益の確

保を図ること｡

作成に取り掛かる必要があると考えており､ 今後も費

用の削減に努めるとともにコスト低減に努めたい｡

② 水力発電は､ 出力調整機能など他の電源にはない特

徴を備えている｡ このような水力独自の優位性も主張

し､ 次回料金交渉では適正な利益の確保に向け､ 必要

なものは必要との立場に立ち積極的な交渉を展開した

い｡

③ 風力発電は､ 収益について風況により多少の変動が

予想されるが､ 定期的な巡視点検等により事故発生を

極力防止し発電量の確保に努めるとともに､ 支出を極

力抑えて利益確保に全力を尽くしたい｡

� ��������	
���

工業用水道を巡る環境は､ 産業構造の変化､ 企業の水

使用に対する姿勢の変化､ 企業立地の伸び悩みなど厳し

いものがあるが､ 次の点に留意し事業を行っていく必要

がある｡

① 稼働中の施設については､ 売水率の向上と一層の経

営の合理化が図れるよう引き続き努力する必要がある

が､ 既存企業からの新たな需要を掘り起こすなど､ 民

間団体等の協力も得て需要増に向けたあらゆる努力を

傾注すること｡ 特に江の川工業用水道事業は､ 給水先

が平成年に契約した�企業のみであり､ その後新規

契約がない状態が続き､ 売水率に若干の向上は見られ

るものの依然として��％に満たない状態である｡ この

ため､ 知事部局と一体となって新たな水需要につなが

る企業の立地戦略を検討すること｡

�����

① 飯梨川工業用水道については､ 給水先企業の廃業､

節水等により契約水量の減少が続いているが､ 経費の

抑制などにより平成�年以降料金を据え置いており､

今後､ 工業用水道の需要拡大のため､ 地元商工会議所

等の協力を得て､ 管路周辺の工場等を対象に､ 工業用

水受水の可能性調査を行いたいと考えている｡

また､ 江の川工業用水道の供給先である江津地域拠

点工業団地への用水型企業の誘致については､ 引き続

き知事部局及び地元自治体と一体になって取り組んで

いきたい｡
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また､ 公営企業体として需要増に向けての努力や､

具体的取組みの概要を説明するなどして､ 県民の理解

を得るよう努めること｡

② 神戸川工業用水道事業は､ 志津見ダムの供用開始が

平成��年度の予定であり､ いよいよ事業計画の検討が

必要になってくるが､ 的確な需要予測に基づいて､ 公

営企業として誤りのない適切な事業計画を策定し事業

を実施すること｡

なお､ 工業用水道の需要増に向けた具体的な取り組

みの概要については､ 企業局ホームページに掲載し､

県民に説明したいと考えている｡

② 神戸川工業用水の給水先は､ 現在､ 出雲市の西部地

区及び古志地区の既存企業と出雲インターチェンジ周

辺地区の新規工業団地進出企業を対象として検討中で

ある｡

平成��年度以降実施予定の専用施設 (取水・送水・

配水等) の設計や整備については､ 今後の社会経済状

況､ 新規工業団地の進捗状況､ 企業の動向や誘致交渉

の状況を見ながら､ 各給水先の的確な需要予測に基づ

き行いたいと考えている｡

なお､ 公営企業として独立採算を前提に､ 収支バラ

ンスを考えた事業の推進を図るため､ 整備時期は需要

がある程度明らかになってからとし､ 施設規模は需要

に見合ったもので段階的に進めることも検討を行いた

い｡

� �������	
��

水道事業を巡る状況は､ 県東部に水需給の逼迫した地

域がみられるが､ 一般的には､ 節水型社会への移行､ 景

気低迷等により､ 今後水需要の大幅な伸びは期待できな

い状況にある｡ このようなことを踏まえ､ 次の点に留意

し事業を行う必要がある｡

① 飯梨川水道事業は､ 順調な経営が続いているが､ 引

き続き経営の合理化に努力するとともに､ 施設の改良・

更新計画も見据えて今後の経営を行うこと｡

② 江の川水道事業は､ 売水率の向上という大きな課題

を抱えているが､ ここ数年改善されていない｡ また､

売水率が低いため､ 水道料金の単価が割高になるとい

う悪循環に陥っている｡

単価抑制策については､ 一般会計からの補助金の交

付に加え､ 企業局としても低利率の企業債への借換え

による単価引き下げの努力が行われているところであ

る｡

引き続き､ 関係市町とともに売水率向上対策の検討

を行うことは当然のことであるが､ 徹底した経費節減

����

① 飯梨川水道については､ 平成�	年
月に料金改定

(算定期間平成�	年度～��年度) を行い､ 経費の節減

などにより料金の引き下げ (布部系��％減､ 山佐系�

％減) が実現できたところであるが､ 今後も引き続き

経費の節減に努めていきたい｡

また､ 操業年数の経過により､ 今後､ 施設修繕､ 改

良の増加が見込まれるが､ 計画的な修繕､ 改良により

施設の維持に取り組んでいきたい｡

② 江の川水道については､ 平成�	年度新たに料金平準

化措置制度 (電気事業会計借入金を財源に料金を引き

下げ､ 資本費が減少する時期に返済する｡) を設け､

措置の適用を受けた江津市の料金を引き下げた｡

次期算定期間 (平成��年度～��年度) の料金につい

ては､ 受水市町と協議を行い､ 合意を得たところであ

る｡ 今期に比べ費用は減少するものの､ 申込み使用水

量が減少 (約�％) したため､ 従来の方法での費用積

上げでは単価は上昇すると見込まれ､ 受水市町からの

要望もあったことから､ さらなる経費削減手段を検討
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等単価低減につながる最大限の経営努力を行う必要が

ある｡ また､ 公営企業体として需要増に向けての努力

や､ 具体的取組みの概要を説明するなどして､ 県民の

理解を得るよう努めること｡

③ 事業実施中の斐伊川水道事業は､ 多額の投資を要す

る大型事業である｡

このため､ 関係市町村の水需要に対応した適切な事

業実施を図ること｡

し､ 今期料金と同程度とすることができたところであ

る｡

また､ 今後､ 受水市町の人口減少が続き､ 使用水量

の減少が懸念されることから､ 料金の抑制に向けて経

営努力を行っていきたい｡

③ 斐伊川水道の水道用水の需要予測は､ 平成��年度に

｢島根県東部地域水需要調査｣ を実施しており､ また､

平成��年度にも関係市町村を対象とした長期水需要調

査を実施し､ 水需要の適正な把握に努めているところ

である｡

事業実施に当たっては､ 尾原ダムの進捗状況や水需

要に応じた施設の整備を行っていきたい｡

� �������	
���

工業団地の売却が進まない現状では､ 今後とも企業債

の償還は一般会計借入金で返済することとなり､ 一般会

計借入金が益々増大することとなるため､ 次の取り組み

が必要である｡

景気が低迷するなかで当年度は､ 初めて旭 拠点工業

団地で売却が行なわれ､ 知事部局や地元自治体と一体と

なった分譲促進活動が実を結んだものと思われるので､

今後とも企業局においても県の組織や経済団体等と連携

を深めながら積極的に分譲促進に向け努力すること｡

�����

平成��年度まで経営課職員�名を商工労働部企業振興

課に併任発令の上で配置し､ 同課の業務に従事させるこ

とで商工労働部と共同して企業誘致活動を行ってきたが､

それに加え､ 平成�	年度は更に経営課職員�名を商工労

働部企業立地課に併任発令し､ 進出希望の企業への訪問

など実務面でもこれまで以上に商工労働部と共同して企

業誘致活動に当たる体制としたところであり､ 今後とも､

知事部局及び地元自治体と一体となった分譲促進活動に

取り組んでいきたい｡

また､ これまで地元商工会議所等と団地分譲について

協議したことはないが､ 今後は､ 地元自治体を交えて地

元商工会議所等と協議し､ 連携できる事項について確認

をしたいと考えている｡

� �������	
���

� 企業局が行っている電気事業､ 工業用水道事業､ 水

道事業及び宅地造成事業の各会計の連結財務諸表の作

成及び事業別 (施設別又は団地別) のコスト計算書は

作成されたが､ これらを県民に対する説明責任や経営

改善に資するよう有効活用されたい｡

� 知事部局における新行政システムの推進にともない､

企業局においてもこの趣旨を踏まえ職員数の削減や人

件費等の抑制について引き続き努力されたい｡

� 本県は現在､ 行財政改革の中で､ 諸手当の見直しに

取り組んでいる｡ 企業局においても､ 諸手当の見直し

�����

� ホームページを利用した平成��年度決算の公表にあ

たって､ 新たに連結財務諸表､ コスト計算書､ 地方公

営企業会計用語集など内容の充実を図ったところであ

り､ 今後も､ 経営に対する県民の理解が得られるよう

に努めたい｡

� 職員数の削減については､ 平成�	年度において､ 本

局
名､ 斐伊川水道建設事務所
名の削減を行ったと

ころであり､ 今後とも､ 新行政システムの趣旨を踏ま

えた上で､ 企業局独自の取り組みとしての経営の効率

化・健全化に努めたい｡

� 諸手当については､ 平成�	年度において調整手当､

住居手当及び通勤手当の見直しを行ったところである｡
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を検討されたい｡ 特に特殊勤務手当として業務手当

(日額) が企業局全職員に支給されているが､ この手

当の支給が企業局業務に起因する特殊性があるのか､

支給額も含め再検討されたい｡

� 県職員宿舎の敷地について､ 入居者が自家用車の駐

車場として占用している実態があるが､ 貸付等県有財

産管理上の手続がなされておらず､ 使用料も徴収され

ていない｡

ついては､ 民間の状況及び収入確保の観点から､ 財

産管理上の手続を行った上で､ 使用料の徴収について

検討されたい｡

� 県の合同庁舎以外にある企業局の機関に勤務する職

員の自家用車については､ 当該機関の敷地に駐車され

ているが､ 使用許可の手続がなされておらず､ 使用料

も徴収されていない｡

ついては､ 使用許可の手続を行った上で､ 使用料が

徴収されている庁舎に勤務する職員との均衡及び収入

確保の観点から､ 使用料の徴収について検討されたい｡

また､ 特殊勤務手当については､ 勤務の特殊性を検

証した上で､ 引き続き見直しについて企業局労働組合

と協議を行っているところである｡

� 職員宿舎内の駐車場については､ 今後､ 知事部局と

の均衡を図る上で総務部管財課等と協議しながら､ そ

の整備状況等を踏まえた上で､ 島根県企業局職員宿舎

管理規程の改正等について検討したい｡

� 県の合同庁舎以外にある企業局の機関に勤務する職

員の駐車場については､ 今後､ 知事部局との均衡を図

る上で総務部管財課等と協議しながら､ その実態など

の必要な調査を行った上で､ 使用許可の手続き等につ

いて検討したい｡
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� �������	
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� ����	���	������� (当初は ｢委

託費の積算基準について｣ )

施設の維持管理に係る業務委託について､ 清掃業務

委託の積算基準は管財課によって作成されているが､

その他委託については積算基準が明確に定められてい

ない｡ 積算基準の明確化・統一化を行うことにより､

適正な予定価格の設定､ 経費の節減､ 事務の簡素化・

統一化などが図られるので､ 施設・設備の維持管理に

係る業務委託について積算基準の作成を検討されたい｡

�����

施設警備には､ 常駐警備と機械警備とがあるが､ 当該

業務の委託費の積算基準は､ 国が示していないことから

業者見積もりに頼らざるを得ないのが現状である｡

また､ 機械警備は各社独自の警備システムを所有して

おり､ 共通する積算基準は困難と考えるが､ 今後､ 多方

面からの事例収集を行ったなかで､ 積算基準の可否につ

いて検討したい｡

� � !"���

随意契約において､ 特に､ 地方自治法施行令第���

条の�第	項�号に規定される ｢その性質又は目的が

競争入札に適しないもの｣ を適用する場合は､ 競争入

札を行う余地の有無について再度点検を行うなど､ 厳

格な適用に努められたい｡

�#$%�

随意契約の方法により契約を締結することができる場

合は､ 地方自治法施行令第���条の�第	項各号に限定

列挙されている｡

随意契約は､ 任意に特定の相手方を選択して契約を締

結するものであり､ 慎重な運用が必要である｡

随意契約の方法により契約を締結しようとするときは､

その理由及び根拠を明確にするよう会計事務職員研修や

会計検査等で指導している｡

契約が､ 地方自治法施行令第���条の�第	項第�号

に掲げる ｢その性質又は目的が競争入札に適しないもの｣

に該当するか否かは､ 個々具体的な契約ごとに､ 当該契

約の種類､ 内容､ 性質目的等から判断すべきものである｡

同号の規定の適用にあたっては､ 競争入札を行う余地

の有無について再度検討するなど､ 厳格な適用に努める

よう会計事務職員研修や会計検査等で指導を徹底したい｡

また､ 支出負担行為担当者は､ 島根県会計規則第
条

第�項の規定により出納長が別に定めるものについては､

事前に出納機関に協議しなければならないこととされて

いるが､ 審査機能を強化するため ｢島根県会計規則の運

用について (通知) (昭和��年��月	日会発第��号) ｣

を一部改正し､ 新たに次に掲げるものについても事前協

議の対象とする予定である｡

� 標準書式によらない契約書をもって	件�百万円以

上の契約を締結するもの

� 	件�百万円以上�千万円未満で随意契約により委

託契約を締結するもの

�&'()��

契約は特殊な医療機器や設備の保守管理､ 情報システ
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ム開発を伴う委託業務など､ 他業者での対応が困難な業

務を､ 随意契約の方法で行っている｡

今後とも､ 随意契約の方法による場合は､ 経済性､ 契

約手続きの透明性の観点からの点検を厳格に行い､ 一般

競争入札､ 指名競争入札など､ 競争原理の導入に努めた

い｡

なお､ 平成��年度契約から用度関係の一部の主要な契

約について､ 費用節減の観点から､ 設計価格を精査し､

指名競争入札を実施したところである｡

�����

契約については､ 島根県公営企業契約規程で準用する

島根県会計規則第��条の規定を厳格に適用した上で､ 競

争入札によることを基本としているが､ 同規則第��条の

限度額を超える契約において随意契約とする場合は､ 法

令等の適用を厳格に判断し､ より一層の適正な執行に努

めたい｡

� ��	
������������������

① ｢新農業・農村活性化プラン｣ 及び ｢新しまね森林・

林業活性化プラン｣ を策定し､ 活性化に努力されてい

るところでるが､ 農業粗生産額は過去��年間で��	�％

減少している｡

これらの厳しい状況や社会経済情勢の変化にも即応

できるよう､ 農林水産部の組織体制､ 職員の配置につ

いて､ 部として不断の見直しを行い､ 実行に移された

い｡

② 活性化プランのなかで､ 生産から加工､ 販売まで一

体となった体制づくりが取り組まれているところであ

る｡ 農林業を活力ある産業として育てていくためには､

｢地産地消｣ をはじめとする県内外への販路拡大が重

要であり､ 庁内各部や市町村等の関係機関との連携を

深めて需要拡大を図り､ 活性化プランの実現に努めら

れたい｡

③ 農林関係活性化プランの効果を数値で評価するため

に､ 市町村及び農林振興センターの情報収集・分析能

力を高める方策を検討されたい｡

������ !��"�#$!����!�

○ ｢新農業・農村活性化プラン｣ については､ 平成�


年度に行ったプラン前期における推進方法の再構築に

基づき､ 平成��年度において以下の取り組みを行った｡

① 農業振興の方向性の絞り込みと施策推進の重点化

・ 平成�
年度において�つに絞り込んだ農業振興の

方向性に沿って ｢島根県における水田農業のあり方

に関する方向性｣ を取りまとめた｡

② 市町村等の取り組み課題の重点化と支援の拡充

・ 地域 (市町村・広域) における農産物を核とした

地域産業育成への重点的な取り組みを支援する ｢地

域アグリビジネス支援事業｣ を創設し､ 地域特性を

生かしたアグリビジネスの育成を図った｡

③ 進行管理の徹底

・ ＩＴを活用した ｢新農業・農村活性化プラン進行

管理システム｣ を構築し､ 進行管理の徹底と情報公

開を実施した｡

また､ 県の総合計画の策定や新たな米政策を踏ま

えて､ ｢新農業・農村活性化プラン｣ の見直し準備

に着手した｡

○ ｢新しまね森林・林業活性化プラン｣ については､

その実効性を高めるため､ 平成��年度において以下

の取り組みを行った｡

① 森林整備手法の合理化と重点化

・ 森林整備において､ 丸太組工法の採用による間伐
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作業路の低コスト化や列状間伐による作業の効率化

を図るとともに､ 区域の絞り込みにより間伐を推進

した｡

・ 複層林整備について森林整備協定に基づく箇所を

優先的に実施した｡

② 県産材の需要拡大を図るための島根県木質資源活

用維新計画の策定

・ 企業・団体､ 県民､ 行政が連携し､ 公共部門や民

間住宅における県産材の積極的活用､ 木質バイオマ

スの利用促進､ 木質資源活用に関する教育の強化な

どにより県産材需要拡大を推進する計画を平成��年

度末までに策定する｡

③ 計画の進行管理の徹底

・ 各地域 (農林振興センター) 単位で設置する ｢地

域森林・林業施策推進会議｣ において､ 市町村や関

係団体と連携して計画の進行管理､ 評価を行うとと

もに､ ｢島根県森林・林業施策推進会議｣ を開催し

関係団体等との意見交換を行った｡

・ また､ その内容をまとめ ｢島根県森林審議会｣ に

報告し意見を伺ったので､ 今後の施策展開の参考と

する｡

○ これら活性化プランの達成に向け､ 平成��年度から

以下のとおり農林水産部の組織を再編して､ 農林業の

活性化､ 他産業との連携強化を図った｡

① 政策推進室の設置

・ 部全体の重要な政策・施策を企画・立案するとと

もに､ これら施策を中心となって推進する｡

② 木材振興室の設置

・ 木材生産流通加工部門を拡充強化し､ 木質資源全

体を対象に木材産業の振興及び住宅など関連産業と

の連携に関する施策を一元的に展開する｡

なお､ 戦略的な組織体制構築に向け､ 本庁組織の

再編､ 普及部門や地方機関の見直し等に､ 引き続き

取り組む方針である｡
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県民等の意識やニーズを把握するためには､ アンケー

ト調査は重要な位置づけにあるが､ 調査の必要性､ 調査

票の設計､ 調査対象の範囲､ 有効な回収率の目安の設定

の検討が十分行われないまま､ 結果の分析､ 公表等が安

易に行われている例が見受けられので､ 十分に精査して

行う必要がある｡

特に､ 調査票の設計においては､ 回答を誘導すること

や心理的抵抗感を与えることは厳に避け､ また所期の回

収率に達しないものについては､ その取扱いを慎重にさ

れたい｡

また､ 意識調査及び統計調査について､ 調査の事前・

事後の指導や審査業務を行う担当課を定め､ 各種調査の

目的が十分達成されるよう検討されたい｡

�������

県が実施する統計調査については､ 今後すべて調査計

画について､ 統計調査課に事前に届け出と協議を行うよ

う､ 平成��年�月に全庁に通知を行ったところである｡

協議のあった統計調査については､ その調査の目的､

事項､ 範囲､ 期日､ 方法等について､ 統計調査課で指導､

助言を行うとともに､ 統計法第�条に基づく総務大臣へ

の届け出が必要な統計調査については､ この手続きを厳

守するなど､ 実施前の指導を強化した｡

また､ 調査結果の公表に際しては､ 数値の妥当性の吟

味や､ 必要に応じて結果の精度に係る事項を付記するな

ど､ 調査結果が正確に伝わるよう指導を行うこととして

いる｡

� ��������	�����

公用車､ パソコンの調達については､ 統一的な考えに

基づいた購入あるいは借上げがなされていない｡

今後は､ 経済性､ 機能性等を検討の上､ 購入方式にす

るのか借上げ方式にするのかなど､ 基本的な事項につい

て統一基準を定め調達されたい｡

○ 公用車について購入の場合は､ 更新年数や車種､ 排

気量等の基本的事項について定まっているが､ 借上げ

方式の場合は定まっていないため､ 所属ごとにまちま

ちである｡ また､ いずれの方式で調達するかなどの基

本的な考え方も統一されていない｡

� !��

公用車の調達については､ 原則として購入方式による

こととしており､ リース方式は総経費の比較等を踏まえ

た上で､ 限定的に導入されている｡

なお､ 平成��年度までは財政改革集中期間であり､ 故

障等を除き公用車の更新を凍結しており､ 例外的に調達

する公用車についても､ 平成��､ ��年度とも全て購入方

式となっている｡

○ パソコンについては､ 行政情報化の中で全職員への

配置を目指し､ また､ 種々の教育､ 研修用のため､ 近

年急速に多数導入されているが､ 調達方法や更新年数､

機能等の調達の基本的事項について統一されていない｡

�"#!$��

行政情報ＬＡＮパソコンについては､ 平成��年��月

｢行政情報ＬＡＮパソコンの配備・更新基準｣ を定め､

調達方法・更新基準・管理方法を全庁的に統一している｡

なお､ 調達に当たっては､ 情報政策課が全庁の調達予定

台数について年�回程度統一仕様により､ 一括入札して

いる｡

行政情報ＬＡＮ以外のパソコンについては､ 各業務ご

とに担当部課の必要な使用により調達しているが､ ｢行

政情報ＬＡＮパソコンの配備・更新基準｣ に準拠するよ

う働きかけている｡

% &'()*��+,-.��/0123�24�	

"#56���

現在､ 市町村において展開されている多様な施策､ 事

業について､ 各分野ごとに個性的な優良事例を取りまと

�'()��

各市町村において展開されている優良事例 (事業) に

関しては､ 行革事例集による行財政改革の事例紹介等
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め､ その情報を市町村へ提供することによって､ 現在実

施されている事業の充実を促すとともに市町村における

新規事業の検討に資されたい｡

また､ 市町村合併によるスケールメリットを活かした

新たな ｢まちづくり｣ の検討にも資されるよう図られた

い｡

(市町村課所管) のほか､ �Ｓ事例集､ 市町村データブッ

ク (ともに地域政策課地域振興室所管) の発行など､ こ

れまでも様々な形で情報提供をしてきたところである｡

当課としては､ 市町村における ｢まちづくり｣ の検討

に資するよう､ 引き続き積極的に情報提供していきたい｡

� �������	
���

地籍調査事業の進捗率は､ 全国平均の��％に対し､ ��

％と極めて低い状況にある｡ 未だに地籍調査事業の未着

手市町村があるなど､ 市町村間の進捗率にも大きな格差

が生じている｡

地籍調査事業は､ 公共事業用地の円滑かつ効率的な取

得と過年度取得土地の未登記解消にも大きな効果を有す

るものである｡

今後､ 市町村の進捗率が向上するよう､ 指導及び技術

的支援の強化に努められたい｡

�������

地籍調査事業は､ 現在､ 国土調査法第	条の�第
項

及び国土調査促進特別措置法による第五次十箇年計画

(平成��年度起点) に基づき事業を実施中である｡

過去における取り組みの違いから､ 各市町村では事業

進捗率に差があるものの､ 公共事業実施予定地域への重

点的取り組みなどをすすめ､ 全体的には事業量及び事業

費ともに着実に伸び､ 計画を越える進度が進みつつある｡

また､ 未着手・休止中の市町村に対しては､ 島根県国

土調査協会とも連携しながら着手・再開への取り組み活

動を行った結果､ ��年度現在､ 事業未着手は安来市のみ

となっている｡

なお､ 安来市においても要請活動の際､ 市長から近年

中に着手したいとの意向を確認している｡

平成��年度予算要求においては､ 事業に枠が設けられ

るなど県の財政事情は非常に厳しい状況にあるが､ 当面､

休止市町を含めた着手率が���パーセントとなるよう､

引き続き該当市町村の指導に努めるとともに事業全体の

進捗促進に努めていきたい｡

� ����������� !"�#�$%&'()�

*+���
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全国一の高齢県である本県においては､ 元気で知識・

経験の豊富な高齢者が多いので､ 高齢者に生きがいを

持って､ 地域の活性化のために活躍してもらう必要が

ある｡

ついては､ 総合学習､ クラブ活動等の場に高齢者が

ボランティアとして積極的に参加できるよう､ 高齢者

ボランティアを登録するシステムの制度化について検

討されたい｡

�1������23�����45��

① 平成��年月現在､ ボランティアバンクが設置され

ているところは､ 	市��町�村､ 合計��市町村あり､

県内で����人以上が登録されている｡ そのうち､ 年齢

を把握している�市��町
村の��歳以上の高齢者は約

��％であり､ �人に
人の割合となっている｡

この外､ 学校が独自に登録制度を設けていたり､ 行

事ごとにその都度参加者を募ったりしている市町村が

��町
村あり､ 多数のボランティアが学校教育等にか

かわっている｡

県教育委員会としては､ 豊富な知識や技能､ たぐい

まれな経験などをもつ地域の方の協力をいただきなが

ら､ 将来の生き方等を学ぶ機会を子どもたちに持たせ

ることは重要と考えており､ 特に､ 高齢者ボランティ

アについては､ ボランティアバンクの設置等により､

ボランティア活用の取組が一層充実するよう､ 各市町



島 根 県 報号外第��号 平成��年�月��日 (��)

� �������	
���
����
����

��

県立学校における生徒の不登校､ 中退､ 遅刻等の対

策が必要とされているが､ 臨床心理士等の不足を補う

ため､ 退職教育職員等の活用について検討されたい｡

また､ メンタルヘルス対策が必要な教育職員につい

ては､ メンタルヘルス研修等も行われているが､ 相談

を必要とする教育職員に対する相談体制の充実に努め

られたい｡

村へ働きかけていきたいと考えている｡

② 生徒への相談体制については､ 国の補助事業を活用

し､ 県立高等学校に対しスクールカウンセラーを配置

し､ 生徒・保護者へのカウンセリングや教員へのコン

サルテーション等の業務が行えるような体制づくりに

努めているところである｡ 平成��年度には､ 希望のあっ

た全ての高校��校 (定時制・通信制を含む｡) に対し

て配置することとしている｡

なお､ スクールカウンセラーとして退職教員等を活

用することについては､ 相談業務従事の経歴を有し

｢スクールカウンセラーに準ずる者｣ としての条件に

適合すれば積極的な任用に努めたい｡

また､ 教育職員への相談体制については､ 引き続き､

精神科医､ 保健師等による健康相談を実施するととも

に､ 研修会等の実施により普及啓発を計り､ 職場不適

応の予防やその早期発見､ 早期対応､ 療養の必要な教

職員の職務復帰支援及び再発予防を行っていきたい｡

� ��������� !"#$%&	
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特殊教育諸学校における寄宿舎指導員の勤務の実態は､

朝・夕の時間帯に比較して児童等が不在の昼間に手厚く

配置されているなど､ 児童等の生活実態に適合したもの

となっていない｡

ついては､ 勤務形態を抜本的に見直すとともに､ 指導

員配置の適正化に努められたい｡

+,���-.

児童等に対する生活指導をより充実するため､ 午後か

ら夜間にかけての児童等が寄宿舎にいる時間帯に寄宿舎

指導員を手厚く配置するよう勤務体制変更を各校に求め､

指導員配置の適正化を図った｡

平成��年�月�日から実施する予定である｡
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